


序　　　　　文

　日本国政府は、ウルグアイ東方共和国政府の要請に基づき、同国のモンテヴィデオ首都圏水質

管理強化計画に係る調査を実施することを決定し、国際協力事業団がこの調査を実施することと

いたしました。

　当事業団は、本格調査に先立ち、本件調査を円滑かつ効果的に進めるため、平成 13 年 10 月

19 日より 10 月 27 日までの９日間にわたり、当事業団社会開発調査部社会開発調査第二課課長

代理 菊地 智徳 を団長とする予備調査団を派遣し、本件の背景を確認するとともに、ウルグアイ

東方共和国政府の意向を聴取しました。

　また、平成 14 年 11 月 27 日より 12 月 22 日までの 26 日間にわたり、当事業団国際協力総合研

修所国際協力専門員 大田 正豁 を団長とする事前調査団（S／W協議）を現地に派遣し、本格

調査に関する実施細則（S／W）に署名しました。

　本報告書は、今回の調査を取りまとめるとともに、引き続き実施を予定している本格調査に資

するためのものです。

　終わりに、調査にご協力とご支援を頂いた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。

　平成 15 年１月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国際協力事業団
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事　　泉　堅二郎
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第１章　事前調査の概要

１－１　要請の背景・経緯

　ウルグアイ東方共和国（以下、「ウルグアイ」と記す）は、名目GNP6,070ドル、約310万人の

人口に対し、比較的広大な国土（日本の約半分）を有していることから、これまで水質汚濁等の

環境問題は軽視される傾向にあった。

　しかしながら、モンテヴィデオ県を中心とする首都圏には、全人口の約６割（約190万人）が

集中しており、農産品加工工場等が多数存在するうえ、同市の水源であるパンタノソ（Pantanoso）

川、ミゲレテ（Miguelete）川等の中小河川は、大量の生活排水と産業排水で著しく汚染されてい

る。さらに、最近では産業廃棄物によるクロムや鉛等の重金属による土壌汚染や大量の固形廃棄

物処理が社会問題化しており、これらによる地下水等飲用水の汚染は地域住民の脅威にもなりか

ねない問題となっている。このような背景から、2001年６月に、同国政府は我が国に対し、首都

圏における水資源管理に係るマスタープラン作成のための本調査実施を正式に要請してきた。

　しかしながら、本件に関しては、上述のとおり下水処理問題、廃棄物問題、及び地下水汚染等

の多岐にわたるほか、要請内容に不明確な点があったことから、予備調査団を同年10月に派遣し

た。その結果、予備調査団派遣後の補足調査により、米州開発銀行（IDB）支援による類似案件

が存在し、当該案件と重複する可能性が高いことが判明した。そのため、当初想定していた調査

内容を修正し、実施機関である住宅土地整備環境省の国家環境局（DINAMA）に対するキャパシ

ティー・ディベロップメントを機軸とした政策支援型の調査案件として検討を開始した。

　しかしながら、その後の情報収集の結果、IDB支援による同様の類似案件に係る新たな情報に

接した。そのため、外務公電により照会を行ったところ、ウルグアイ政府は、① IDBのプロジェ

クトは実施しないこと、② DINAMAの行政能力の向上とモンテヴィデオ県流域の水資源管理の

２つの要素から成るプロジェクトを要望すること、が確認された。さらに、外務公電により、ウ

ルグアイ政府より、当初の案件名「モンテヴィデオ及び首都圏水管理のための環境マスタープラ

ン」から、名称を改名してもよい旨、口上書（2002 年８月２日付）を受領した。

１－２　事前調査の目的

（1）調査目的

　本件調査に係る要請背景、範囲と内容、関連計画との整合性及び先方政府の意向を確認す

るとともに、現地踏査、資料・情報収集等を行い、我が国の協力の可能性の検討を踏まえ、

実施調査のための実施細則（S ／ W）協議及び署名を行うことを目的とする。
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（2）現地調査作業

　① 先方政府意向確認（実施体制、受入機関等）、② 要請背景・要請内容確認（関連計画

の確認、調査対象地域、調査内容、調査期間等）、③ 関連資料・情報の収集（既存の計画、

他援助機関の動向、関連プロジェクト、関連施設、調査経費積算資料、調査資機材、ローカル

コンサルタントの現状把握）、④ 現地踏査、⑤ 本格調査の内容・範囲の検討、⑥ S ／W、

ミニッツ（M ／ M）協議・署名　

（3）国内作業

現地調査前： ① 関係資料の収集、② 基本方針案の検討、③ 調査対処方針案の作成、

④ 調査実施の前提条件の検討、⑤ S ／ W 案の検討、⑥ 事前確認事項等の送付と回答

取り付け

現地調査後： ① 収集資料の整理及び分析、② 本格調査内容の検討（投入人員／月、分野、

期間、資機材、外注作業等）、③ 事前調査報告書（案）の作成

１－３　事前調査団の構成

１

２

３

４

５

Team Leader /
Environment Management
総括／環境管理

Administration for Water
Quality Management
水質管理行政

Study Planning /
Preparatory Evaluation
調査企画／事前評価

Institution for Water
Quality Management
水質管理制度

Water Environment
Monitoring
水環境モニタリング

OHTA
Masahiro, Mr.
大田　正豁

YASUDA
Yoshiya, Mr.
安田　佳哉

FUKASE
Yutaka, Mr.
深瀬　豊

OOKI
Hisamitsu, Mr.
大木　久光　

HANEJI
Choshin, Mr.
羽地　朝新

2002.11.27
～ 12.11

2002.11.27
～ 12.11

2002.11.27
～ 12.11

2002.11.27
～ 12.22

2002.11.27
～ 12.22

Senior Adviser on Environmental Policy Development,
Institute for International Cooperation, JICA
国際協力事業団　国際協力総合研修所
国際協力専門員（環境政策）

Head, River Environment Division, Environment Department,
National Institute for Land and Infrastructure Management,
Ministry of Land, Infrastructure and Transport
国土技術政策総合研究所　
環境研究部　河川環境研究室長　　

Staff, Second Development Study Division, Social Development
Study Department, JICA
国際協力事業団　社会開発調査部　
社会開発調査第２課　職員

Mitsui Mineral Development Engineering Co., LTD
三井金属資源開発株式会社

Mitsui Mineral Development Engineering Co., LTD
三井金属資源開発株式会社

No.
番 号

Name
氏　名

Job title
担当分野

Occupation
所　　　属

Period
派遣期間

注：通訳（Mr. FUJISONO Muhen）は、11月 28日にアルゼンチンよりウルグアイへ入国し、その後調査団と同行（12月 20日まで）。



－ 3－

１－４　事前調査の日程

１ 11月 27日 水

２ 11月 28日 木

３ 11月 29日 金

４ 11月 30日 土

５ 12月１日 日

６ 12月２日 月

７ 12月３日 火

８ 12月４日 水

９ 12月５日 木

10 12月６日 金

11 12月７日 土

12 12月８日 日

13 12月９日 月

14 12月 10日 火

15 12月 11日 水

16 12月 12日 木

17 12月 13日 金

18 12月 14日 土

19 12月 15日 日

20 12月 16日 月

21 12月 17日 火

22 12月 18日 水

23 12月 19日 木

24 12月 20日 金

25 12月 21日 土

26 12月 22日 日

機中泊

モンテヴィデオ

モンテヴィデオ

モンテヴィデオ

モンテヴィデオ

モンテヴィデオ

モンテヴィデオ

モンテヴィデオ

モンテヴィデオ

モンテヴィデオ

ブエノスアイレス

ブエノスアイレス

機中泊

機中泊

官団員の調査行程と同様

官団員の調査行程と同様

官団員の調査行程と同様

官団員の調査行程と同様

官団員の調査行程と同様

官団員の調査行程と同様

官団員の調査行程と同様

官団員の調査行程と同様

官団員の調査行程と同様

官団員の調査行程と同様

資料整理

資料整理

追加調査・資料収集等

追加調査・資料収集等

追加調査・資料収集等

追加調査・資料収集等

追加調査・資料収集等

追加調査・資料収集等

追加調査・資料収集等

追加調査・資料収集等

追加調査・資料収集等

追加調査・資料収集等

追加調査・資料収集

日本国大使館報告

モンテヴィデオ発 19:55

→ブエノスアイレス着

20:45（UA854便）、同地

発22:15→（UA846便）

ワシントン着11:15、同地

発11:15→（NH001便）

→成田着15:15

成田発11:15→ワシントン着 9:40（NH002便）

○ JICAアメリカ事務所　13:30～ 14:00　

○ IDB表敬　14:30～ 16:00

ワシントン発21:35→（UA847便）

→ブエノスアイレス着10:15、同地発 11:45 →

モンテヴィデオ着12:35（UA855便）

○在ウルグアイ日本国大使館表敬　16:00～17:00

○DINAMA　10:00～ 11:00

○外務省　11:15～ 12:00

○関係機関合同会議（DINAMA、モンテヴィデ

　オ県、カネローネス県）　13:30～ 17:00

団内協議、資料整理　

団内協議、資料整理　

○ IDB　9:30～ 11:00

○水利庁　13:00～ 14:00

○カネローネス県庁　15:00～ 16:00

○モンテヴィデオ県庁　17:15～ 18:00

○主要河川の視察（カラスコ川、コロラド川）

○屠畜場（最大800頭／日規模）視察

○なめし革工場内視察

○関係機関合同会議（DINAMA、国家水文地質

　局、カネローネス県庁、モンテヴィデオ県庁）

　10:00～ 15:00

○日本国大使館中間報告　15:30～ 16:30

○ S／W、M／M最終案の詰め

○S／W、M／M署名交換式　17:00～ 18:00

○日本国大使館報告　10:00～ 11:30

○団内協議、コンサルタント団員への引き継ぎ

　事項の確認等　午後

モンテヴィデオ発12:30→ブエノスアイレス着

13:10（PU153便）

資料整理

○ JICAアルゼンチン事務所　10:00

ブエノスアイレス発22:15→（UA846便）

→ワシントン着 7:05、同地発11:15→（NH001便）

→成田着15:15

機中泊

モンテヴィデオ

モンテヴィデオ

モンテヴィデオ

モンテヴィデオ

モンテヴィデオ

モンテヴィデオ

モンテヴィデオ

モンテヴィデオ

モンテヴィデオ

モンテヴィデオ

モンテヴィデオ

モンテヴィデオ

モンテヴィデオ

モンテヴィデオ

モンテヴィデオ

モンテヴィデオ

モンテヴィデオ

モンテヴィデオ

モンテヴィデオ

モンテヴィデオ

モンテヴィデオ

モンテヴィデオ

機中泊

機中泊

日順 月　日 曜 日 官　団　員 宿泊場所 コンサルタント団員 宿泊場所
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１－５　事前調査協議結果の概要

（1）モンテヴィデオへの途中､ワシントンに半日滞在し､IDB の環境担当者との協議を行った。

IDB が DINAMA に対して行っていたキャパシティー・ディベロップメントのプロポーザル

が JICAのプロジェクトによってキャンセルされたこともあり､また､IDBがモンテヴィデオ

で環境関連のローン・プロジェクトを実施しているため､当該JICA調査との調整を行うため

の訪問であった。我が方からプロジェクトの概要説明を行ったが、その反応として､

DINAMAそのもののキャパシティーは相当に低く､職員数も不十分であるため､他の地方を含

む環境行政機関と比較すると見劣りがする旨の指摘があった。我が方のプロジェクトの主目

的は、DINAMAの強化である旨を強調した。IDBからは､実施中のプロジェクトである下水

道及び廃棄物管理プロジェクトの概要が示された。特に､廃棄物管理については､効果的な廃

棄物違法投棄防止対策が実行されない限り、総合的な廃棄物対策を作成しても全体として効

果がないことから、事前に対策を実行することを求めているとの説明もあった。また､今後と

も情報を交換し､日本側が、S／W及びM／Mを締結した際には､そのコピーを送付するこ

とも約束し、有意義な協議を終了した。

（2）11 月 29 日､協議初日は､DINAMA 水質管理室の室長を含むすべての職員と事前調査団との

協議であった。担当の室には若い職員が多く､知識や経験に乏しいことから、調査の第１の目

的は、DINAMAの水質管理室の有するパワーを強化することであって､経験を積んでいる中

央及び地方行政機関との対等な協力関係を構築するための、キャパシティー・ディベロップ

メントを推進すること等について確認を行った。水質管理室側からは､調査の実施を歓迎し､

室としてもこの機会に最大限の努力をしたい旨の建設的な意見が出された。

（3）午後からの協議には､DINAMA のみならず国家水文地質局やモンテヴィデオ及びカネロ

ーネス県も参加した。この協議ではS／Wの主要な目的､調査のスコープなどの主要な部分

の説明を行い､理解を得た。S ／ W 案については､在ウルグアイ日本国大使館を経由して

DINAMA側に手渡されており､DINAMA側からも事前に異存はない旨の連絡があったことも

あり､大きな異論も出ずに了承されたものである。この協議の場では､M ／ M 案を提案した

が､参加者の多くが英語によるコミュニケーションが困難であるため､DINAMA のコーディ

ネーターがスペイン語に翻訳して関係者に配布し､再度議論を行うこととされた。

（4）12月２日には、IDBの担当者２名との協議を行った。IDBは､現在下水道に関するプロジェ

クト及び廃棄物処理計画の環境関連プロジェクトを実施している。モンテヴィデオの下水道

については､古くから一部地域には配管が埋設されていたが､その延長を行い市内人口の90％
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をカバーしようとするものである。しかしながら､財源に限界があるため､終末処理場は建設

せずに､ラプラタ（De la Plata）川の沖 2.5km まで配水管を延長し､放流すること､海洋に放

出する他の１本も、かなり沖合いで放流し､海岸地帯に影響を及ぼすことがないよう配慮する

旨の説明があった。しかし、現状は人口の約半分のし尿が河川に放流されていることとな

り、河川に対する負荷は大きいと想像される。廃棄物管理プロジェクトは、国際コンサルタ

ント・チームと契約を行い､モンテヴィデオの総合的廃棄物管理計画を作成するものである。

衛生埋め立て処分場の建設計画が含まれるとともに、スクオッターが市内のゴミ箱をあさり､

自分たちが不法に占拠している地区に運び､有価物のみをピックアップしてその他のゴミを河

川に違法に投棄する問題についても困難ではあるが、何らかの対策及び解決の道を探ること

としている。我が方からプロジェクトの概要を説明し､廃棄物の違法投棄が水質汚染に多大の

影響を与えることから、この部分では協力し合うことが必要であるとの点で意見の一致をみ

た。

（5）国家水文地質局は河川の水利権を調整する機能を有し､特に河川の水量に関心を有する機

関であるが､水の利用に際しては水質が問題となるため､水質にも関心を有する機関である。

調査の目的、概要を説明し参加を求めたところ、全面的な参加を約束してくれた。ただし､具

体的には､どのような技術を有するカウンターパート（C／P）がどのような活動をすること

が求められるかという詳細な情報なしには協力体制が構築できないため､早い時期に詳細な情

報を得たいとのことであった。

（6）12 月３日には、カネローネス県の担当者の案内で DINAMA､国家水文地質局及び日本大使

館担当書記官等の職員を交えた大きなグループが一緒に視察を行った。800頭のウシを処分

する能力のある大規模な屠畜工場や、１日当たり 1,200 頭分の皮をなめす工場の公害対策施

設を視察した。

　両工場とも､最低限度の処理が行われ､皮なめし工場では凝集沈殿法によって排水からクロ

ムを取り出し､クロム製造工場に送り返すことや硫化物の処理も実施していた。1994年以降､

工場の処理能力の増大によって施設も強化されてきたが､それ以前に河川に放流されていた汚

染物質が河川沿いに堆積しているため、それらの除去が今後の課題であるとのことであった。

　また､ダンボール工場も視察したが､以前には古紙を溶融し、パルプにするプロセスを有し

ていたが､そのプロセスが閉鎖され､現在はすべての紙原料を輸入に頼り、原料紙をダンボー

ルに組み立てる工程だけの工場であった。そのため健康影響が出るような汚染物質が工場外

に放出されるおそれのない工場と確認した。

　一般廃棄物の処分場は､カネローネス県の所有地であって､砂を大量に採取した跡地にでき
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た大きな窪地にオープン・ダンピング方式で投棄され､投棄ゴミの整理にブルドーザーが動い

ていた。その近くには既に投棄が中止された跡地を覆土し、牧草が跡地一帯を覆って生育し

ている場所も確認した。相当濃度の濃い浸出水（リーチェット）は､河川に放流されている。

しかしながら､近くの一次処理だけで放流している国家上下水道公社（OSE）の下水処理場か

らの汚染負荷が非常に大きいので、地域の小河川の水質に及ぼすリーチェットによる負荷は

少ないのではないかとのカネローネス県担当者からのコメントがあった。

　また､モンテヴィデオ県との境をはさんで広大な森林地帯も視察に含まれていた。以前は

湿地であったが､排水を行うことによって乾燥化させ､レクリエーションや環境教育のフィー

ルドとして活用されているという。カネローネス県は､モンテヴィデオをとりまく広大な農業

地域であって､畑作､ワイン用のブドウやその他の果樹､ウシの飼育等が盛んな裕福な土地で

ある。広大な農業地帯の中に数少ない工場が立地していて､県全体は緑に覆われ、優れた環境

が維持されているとの印象であった。しかしながら､本来そのような地域の中を流れる河川は

清流であるべきとの期待をもったが､残念なことにウルガドーレス１によるゴミの違法投棄や

不完全な下水処理場からの排水のため、視察したコロラド川は相当に汚染されていた。

（7）12 月４日､DINAMA に加え､モンテヴィデオ及びカネローネス県、及び国家水文地質局の

関係者が参加して合同でＭ／Ｍについての議論をスペイン語に翻訳されたテキストを基に

行った。在ウルグアイ日本国大使館の担当書記官も一部議論に参加したが､その概要は以下の

とおりであった。

1） 会議冒頭､調査の目的を再度明確にし､目的に添って､調査地域を明確にすべきである

との意見が出された。調査地域という意味は､対象とする河川及びその支流を明確にすべ

きであるということであった。これに対しては､特定の河川の汚染について汚染原因を特

定し､対策を検討することも調査の一部であるが､国レベルで水質管理体制をどのように

改善し､そのために個々の機関の果たす役割を明確にし､調整機能をより明確に機能させ､

国機関同士の協力､国と県との役割関係をより積極的に活用し､DINAMAの強化を図るこ

とも調査の重要な目的である。よって､調査対象地域は､河川名や支流等を明示せずに原

案のままとすることで了解された。

2） サンホセ県については、いまだ水質管理を推進する体制（組織・専門的知見を有する

職員等）が整っていないため､やむを得ず DINAMA が水質の管理行政をカバーしてい

る。同県の参加についての議論があったが､DINAMAとしては､組織・体制を整備し､当

１　ウルガドーレス（hurgadores）とは、高級住宅地のゴミから、ガラクタ市場では価値あるものを回収する廃品回収者のことをいう。

通常、馬車を利用して活動し、ガラクタ市場でも売れないゴミを地域の河川へ不法投棄、あるいは廃棄物最終処分場へ投棄して

いる。
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該調査に参加を求め､県としての水質管理行政を推進する体制の構築を求めていることも

あり、体制が整った時点で参加を求めるということを明記すべきであると主張した。首

都圏を構成するサンホセ県が参加しないということは､調査対象地域の中で占める面積は

小さく､農業に依存している県であって､大規模な汚染源は少ないという現状はあるもの

の､国としての環境管理の側面から考慮すれば､当然､環境管理のための組織や体制を整

備すべきであるという原則もあり､“Municipality of San Jose is not ready to participate in

the Study, but is requested to participate in the Study, when ready.”という文書を括弧書

きで加えることで合意がなされた。

3） C／P職員の配置についての議論のなかで､本格調査団のカバーする分野を明確にし､

どのような専門家から構成されるチームとなるかを明確にするよう要請があった。本格

調査団の構成については､事前調査団がコミットできないとの認識に立つが､情報として

提供することは、当該調査に関する明確な方針を示し､C／P機関等に事前に適切な準備

を行ってもらうためにも必要であることを考慮し､“M／Mに Tentative List of Possible

JICA Study Team Members”というタイトルを付したペーパー（ANNEX Ⅲ）を添付す

ることとした。

4） 調査の内容についての議論の際には､「マスタープランに記載された活動や組織強化､

モニタリング体制の強化等には､当然コストがかかる。経済的不振にあえぐウルグアイの

現状を考慮すると､提言があっても当然実行できないこととなる。そのため､活動を実行

するために必要とされる経費やその財源､経済的な側面からの実行可能性等が十分に検討

されるべきである」との意見があった。マスタープランが実行不可能な夢物語に終わる

ことは､JICAとしても厳に避けるべきことであるため､その趣旨をM／Mに盛り込むこ

とで合意がなされた。その他の本格調査団が実行する調査活動については､多くの質問・

議論があったが、我が方からの説明により了解が得られ､最終的に合意がなされた。

5） ステアリングコミッティについては､今回そのメンバーとなる機関の代表者が参加し

ている場での検討であったため､特に異存は出なかったが、メンバーのレベルについて

は､現在まで機能している水質管理を担当する技術職員から成るワーキング・グループの

メンバーが主体となると考えるが､再度連絡を取り合って検討することで合意がなされた。

6） マスタープランという言葉の定義についての疑義がなされた。ウルグアイでは､マス

タープランという言葉は使用されるが､通常は国会や閣議等で議論される最高度の政策を

意味するものである。技術的な事項を中心に議論される水質管理について、マスタープ

ランという言葉を使った場合､政党や国会議員､関係省庁の高官等から異論が出るおそれ

もあり､当該 S ／ W及びM／ Mのなかで使用される場合のマスタープランという言葉

の意味するところを明確に盛り込むべきであるとの強い意見が出された。そのため、マ
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スタープランの定義をM／Mのなかに記載することで合意がなされた。

7） その他、オフィス・スペースの提供、C／ P研修、車両の提供についての議論もあり、

車両の提供以外は、すべて了解された。

　実質的なM／Mに関する協議は､３時間ほどで終了した。その議論には､ウルグアイ側が用

意したスペイン語に翻訳されたテキストを使用して行われた。そのため､当該案件を担当する

水質管理室長とコーディネータと事前調査団によって、英文テキストに正確に反映させる作業

を継続して行い、実質的協議を終了することができた。

（8）S ／ W及び M／Mの署名式は､DINAMA の大臣室で行われ､大臣及び事前調査団長が２つ

の文書にサインを行った。大臣は、あいさつのなかで、日本政府の支援が行われることにつ

き、特に感謝するとの言葉とともに､日本とウルグアイの友好促進に貢献するものとしたいと

の言葉があった。日本側を代表して中村大使が答礼を行い､このような協力の機会が与えられ

たことにつき感謝の言葉が送られた。また、同時に、大使館が用意したプレスに配布される

情報提供のペーパーが配布された。
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第２章　水質管理に係る現状

２－１　関連政策・法制度・組織

２－１－１　組織及び関連政策

　ウルグアイの2000～ 2004年の国家事業５か年予算を表２－１「ウルグアイ国５か年事業予

算」に示す。

　モンテヴィデオ首都圏の水質管理関連の政策に関しては、住宅土地整備環境省国家環境局

（DINAMA）が 2000～ 2004 年の５か年間で実施を計画している事業を表２－２「DINAMA事

業５か年開発計画」に示す。

　さらに、これに関連して、運輸公共事業省国家水利局（DNH）が水量に絡んで実施している

政策〔主に土地・土壌浸食に伴う懸濁物質（SS）、河川土砂流動に関係する事項〕、及びDINAMA

の指導の下、首都圏に関連する３つの県（モンテヴィデオ、カネローネス、サンホセ）の環境

関連部署が実施している政策があげられる。

　県の場合は、環境関連部署の層の厚さによって、活動の実績に粗密がある。

　モンテヴィデオ首都圏の水質管理に関する組織としては、政府関係組織として、DINAMA並

びに DNH がある。

　一方、地方自治体組織として、モンテヴィデオ県、カネローネス県、サンホセ県のそれぞれ

の水質管理関係部署がある。

　国が2000年に打ち出した国家基本戦略２に基づき、国及び関連機関並びに３県とも、2000年

から 2001 年にかけて環境部局を新設したり、強化させるための組織改変を実施している。

２「Report of the Oriental Republic of the Uruguay to the World Summit of Sustainable Development （JOHANNESBURG SUMMIT 2002）」

参照



－ 10 －

No. 省　名 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年

02 大統領府 135.101 197.563 221.110 194.752 201.607

03 国家防衛省 232.135  232.718 255.171 255.168 255.167

04 内務省 92.129 174.660 251.433 244.210 249.766

05 経済財務省 17.550 35.622 26.286 15.605 14.164

06 外務省 2.670  3.539 3.695 21.125 21.125

07 農牧水産省 177.103 145.867 123.005 125.452 114.519

08 工業エネルギー鉱業省 31.892  5.229 6.391 7.088 4.065

09 観光省 15.265 14.000 14.000 13.980 13.980

10 運輸公共事業省 661.418 921.985 1,038.342 1,058.562 1,088.837

11 教育文化省 120.320  137.987 141.763 58.099 43.574

12 厚生省 175.231 161.054 232.101 254.880 212.041

13 労働社会保険省 2.650 3.486 3.486 3.486 3.486

14 住宅土地整備環境省 62.681 59.272 58.950 54.465 55.034

　 （うちDINAMA） 11.140  38.792 40.744 40.780 43.733

15 運動青少年省 0.000  18.592 20.916 20.916 20.916

16 司法権 29.085  28.469 28.469 28.469 28.469

17 会計検査院 1.443 1.650 1.650 1.650 1.650

18 国　会 5.863 6.705 6.705 6.705 6.705

19 訴訟管理裁判所 0.721  0.825 0.825 0.825 0.825

24 多種借款関係 253.227  114.557 161.672 210.224 207.533

25 国家大衆教育管理 217.257 285.643 307.930 299.203 290.500

26 国立大学 65.799  116.363 116.363 116.363 116.363

27 小口研究機関 30.481 34.860 34.860 34.860 34.860

　 合　計 2,330.021 2,700.646 3,055.123 3,026.087 2,985.186

表２－１　ウルグアイ国５か年事業予算（2000 ～ 2004 年）　
単位：百万米ドル

出典：国家検査院（Contaduría General de la Nación：CGN）、Cuadro 14：Análisis por Inciso-
　　　Programa-Proyecto Rentas Generalesから各省合計を抽出
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（1）DINAMA の組織及び政策

1） DINAMA の組織

　DINAMAの組織は図２－１に示すように、環境管理部、環境影響評価部、自然保護地

域部及び環境質評価部の４部から構成されている。

　環境管理部は、排出管理課及び環境観察課から成る。

　環境影響評価部は、課をもたない。

　自然保護地域部は、陸域課及び海域課の２つの課から成る。

　環境質評価部は、その下に技術規格課（含分析室）、危険物課、土壌課、大気課、及び

本調査で主として対応した水質課の５課から成る。

　モンテヴィデオ首都圏に限らず、ウルグアイの水質管理は、この環境質評価部の水質

課が担っている。

　しかし、水質課の職員は下記に示す６名で構成されているが、うち２名はパサンティ

ア（Pasantía）と呼ばれる学生の職場研修員で６か月間の職場研修を終えると大学に戻る

ことになっている。水質課に限らず本制度が活用されており、労務費節減の一助となっ

ているが、学生が卒業後研修した課で採用されない限り業務の持続性が保てない。また、

DINAMAを代表して事前調査に対応してくれたアナ・カサドーリ（Ana Cazzadori）女

史は前述のごとく出向者で、デジタル画像担当長のガブリエラ・デアルマス（Gabriela

de Armas）女史とともに水質課の年間契約社員であり、立場が不安定なことから、正式

の水質課職員といえるのは水質管理課長のエドアルド・アンドレス（Eduardo Andrés）

氏及び課長補佐のガブリエル・ジョルダ（Gabriel Yorda）氏の２名だけである。

・ Ing. Ana Cazzadori （前回調査及び今回調査のコーディネーター、大統領府企画予

算事務所出向）

・Ing. Eduardo Andrés（水質管理課長）

・Mr. Gabriel Yorda（課長補佐）

・Ms. Gabriela de Armas（デジタル画像担当長：年間契約職員）

・Ms. Catalina Irigoyen（職場研修学生）

・Ms. Cynthia Lima（職場研修学生）

2） DINAMA の政策

　ウルグアイの 2002 年度総事業予算は 30 億 5,500 万ドル、うち住宅土地整備環境省

（MVOTMA）の事業予算は5,900万ドル（1.9％）、さらにその中でDINAMAの環境関連プ

ロジェクト予算は4,070万ドル（1.25％、対MVOTMA事業予算69％）である（表２－１

参照）。

　DINAMAの政策は、ウルグアイの国家事業の５か年予算に基づき、下記９項目を中心
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に実施されている（2002 年）（表２－２参照）。

・環境意識の形成

・環境保全の持続的利用

・汚染防止

・水資源の質の保全

・自然保護区

・環境質の評価と管理制度

・環境影響評価制度

・管理システム改善

・環境管理の分権化

　特に、環境質の評価と管理制度、環境影響評価制度、管理システム改善、環境管理の

分権化等、組織及び制度に関する重要な項目が５か年政策として取り上げられている。

　また、上記施策のほかに、国内河川を用途別に４種類に分類する職務が加わった。こ

の分類に応じて、各河川への排水が規制されることになり、極めて重要で影響が大きい

施策であるが、実行するためには、各河川の水質の現状及び水量の把握が必要で、DNH

との協調が必要な業務である。

　しかし、DINAMAの実態としては、関連機関との連携が十分行われているとはいい難

い。さらに、予算上も、各事業を十分実行に移しきれていないようで、MVOTMA予算

に占める DINAMA の上記計画の占める割合は約 60％（2002 年）であるのに対して、

MVOTMA実績に占めるDINAMAの実績は 20％を下回るとのことで（資料なく聞き取

り）、あまりにも予算と実績との乖離が大きい。前述のごとく人材の不足が大きく影響し

ているものと思われる。

（2）DNH

　DNHの水質管理関係の政策としては、上記国家事業５か年予算のなかでは明示されてい

ないが、2001 年に強化された技術開発と人材育成、微細図表化及び 2002 年から始まった

データ管理の自動化・標準化予算のなかで、河川沈積物による汚濁防止の観点からの、SS

の移動計算とその影響が取り上げられている。DNHの水質管理関連としては、この河川沈

積物、SS の移動計算と影響項目を含め下記が掲げられている。

・国内各地の河川管理（４種類への分類作業を含む）

・河川水量管理

・人工河川の計画と建設
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・湿地の土地化

・河川産物の管理

・大中河川の SS（懸濁物質）移動管理

　DINAMA同様、DNHも国内河川を用途別に４種類に分類する作業が水量管理の面から

必要とされている。したがって、各河川の水質の現状、及び水量の把握を、DINAMAとの

密な連携をとりながら実施する必要がある。

　DNHは、DINAMAに比較して人材が豊富のようで、予算の消化率も良いとのことであっ

た。

　いずれにしても、国家機関では予算管理が徹底しておらず、あるいは人材不足が大きな

要因として掲げた予算項目の達成が不十分な面が多々見られた。

（3）県の組織と政策

　ウルグアイには 19 の県がある。今回の調査対象はそのうち、モンテヴィデオ県、カネ

ローネス県及びサンホセ県の３県である。

1） モンテヴィデオ県

　モンテヴィデオ県は、530km2の面積をもち、全国土の0.3％を占めるに過ぎないが、

人口は約 130 万人で全人口の約 40％、経済活動は全国の約 58％にのぼる。

a） モンテヴィデオ県の組織

　モンテヴィデオ県は2000年７月に組織を再構築しており、下記11の部局から

成る（図２－２参照）。

・秘書総局

・人材及び物資局

・法制局

・会計局

・都市整備局

・環境開発局

・文化局

・経済局

・企画中央ユニット

・資金局

b） モンテヴィデオ県の政策

　モンテヴィデオ県の環境に係る政策は、モンテヴィデオ県条例 D.25.657/992
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（La Política Ambiental de Montevideo） に基づき、「環境汚染防止、保全、改善に

関する共同体に対する関与と責任」の促進を責務として実施している。

　さらに、モンテヴィデオ県では環境アジェンダ2002～ 2007を策定し、このア

ジェンダに沿って環境政策を実行している。

　一方、環境には境界がないということを認識しており、このため、首都圏の環

境保全の概念から、カネローネス県及びサンホセ県との連携の下に環境関連の政

策を実施している。

　海水浴シーズンに実施しているラプラタ川河岸の水質調査等は隣県との調整が

必要である。

　一方、水質管理関係の政策を実行するために、国の基準より緩やかな県独自の

排水規準、環境基準を定めている。

　具体的には、下記基本５項目の下に12の目標を掲げて環境政策を実施している。

〈基本５項目〉

①　県の文化・自然資源・環境はその破壊防止、保全及び改善のため県の社

　会的活動を全うするための主要構成要素である。

②　経済・社会開発の要求は環境政策と競合するであろうこと。

③　対応する活動の分析と実行は、多岐にわたり、複雑で、しかもダイナミッ

　クな性質を総合する方法で実現されること。

④　地域のそれぞれのグループが相互に認識し合っての環境政策への活発な

　市民参加は印象的であること。

⑤　環境問題の原因と結果は県の行政・管理の限界を超える、例えば、内部

　機関、政治的あるいは社会的可能性に関する最大の連携を必要とすること

　があること。

〈12の目標〉

①　収集固形廃棄物量の削減

②　土壌の鉛汚染の監視と国際水準の維持

③　水資源の分析（ミゲレテ川、パンタノソ川及びカラスコ川）

④　２つの海岸の海水浴可能レベルの維持

⑤　基本河川及びその水源のモニタリングと監視

⑥　地形及び気候の面からの気流の流れと分散の調査

⑦　郊外の土壌、水資源の監視

⑧　自然地域の保護

⑨　公共施設（海岸、公園、遊歩道等）の充実
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⑩　伝染病及び寄生虫に重点を置いた住民の健康

⑪　環境について市民参加の推進

⑫　学齢期を対象とした環境教育

2） カネローネス県

a） カネローネス県の組織

　図２－３にカネローネス県の組織を示す。

　カネローネス県庁では、2001年末に創設された環境総局と厚生・衛生管理局を通

してカネローネス県全体の環境全般の運営、管理、監察、広報、監視を行っている。

b） カネローネス県の政策

　環境総局の特記すべき職務としては、以下に示す諸計画に基づく事業の実行が規

定されていることである。

　水質管理関係の政策を実行するために、国の基準より緩やかな県独自の排水規準、

環境基準を定めている。

〈環境総局〉

①　すべての環境要素を含む関連する分野の政策形成への貢献

②　県が管轄する都市の浄化と衛生環境サービスに関する計画、監視及び評価

③　県が管轄する海岸及び緑地帯の浄化と衛生環境サービスに関する計画、監

視及び評価

④　環境循環のなかでの、植林、保全／あるいは公園、緑地の適正化の導入活

動に関する計画、監視及び評価

⑤　環境管理関連の面からの県立動物園の運営に関する計画、監視及び評価

⑥　虫害管理サービスの運営に関する計画、監視及び評価

⑦　管理関連分野に必要な特殊資機材に関する助言

⑧　公的あるいは私的機関との共同活動の調整と実行

⑨　回収、リサイクル及び再活性化政策策定への寄与

⑩　県の業務実施過程へ環境要素を盛り込むことへの貢献

⑪　地域整備計画と政策形成への貢献

⑫　関連分野への第三者の参加に関する入札及び評価実施面への助言と参加

⑬　県の領域における環境教育の政策形成及び計画策定、当該分野の計画実行

への貢献

⑭　他の公的機関、部局／又は国と協力しながらの、環境評価と管理のための

必要な規準の文書化

⑮　その他関連するすべての業務の実行
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〈衛生環境管理部〉

①　都市衛生環境浄化のすべての過程に関する計画、実行及び管理

②　地方、沿岸その他県の管理の必要がある件の衛生及び下水環境実行に関す

る計画、実施及び管理

③　利用する車両、機器、工具、道具等の品の定期購入、臨時購入並びに利用

の助言

④　関連分野の公的機関／又は私企業との連携／又は共同作業への参加

⑤　衛生環境分野の第三者活動の管理と評価

⑥　その他関連するすべての業務の実行

〈公園・道路管理部〉

①　県が関心若しくは管理の必要がある緑化関連分野の移植、保全、再適合化

及び／又はリサイクルに関する業務の計画、実行及び管理

②　県の公園及び遊歩道の緑化及び公園化の実現

③　現存する保全と利用状況の維持

④　県養殖場の産物の計画と企画

⑤　植林と装飾のための植物製品の実現

⑥　新しい公園や遊歩道の設置に関して国家及び県の計画立案への協力

⑦　管理下にある県の競技場の管理

⑧　県の競技場維持への協力

⑨　当該分野の教育機関への支援

⑩　県内の植生の維持、保全及び利用材料に関する県及び国の基準の管理と遵守

⑪　利用する車両、機器、工具、道具等の品の定期購入、臨時購入並びに利用

の助言

⑫　その他関連するすべての業務の実行

〈厚生総局〉

　厚生総局の主要な業務は以下の２項目である。

①　境分野、食料及び健康に関する公衆衛生の保全と管理

②　食料その他関連の商業、工業の適正活動の管理と整理

　さらに、上記に示す両局の定常業務活動項目にない下記の特殊な活動に関して

は、県はDINAMAと緊密に協力しながら進める。

・環境影響評価

・排水の最終処理
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・危険物の最終処理

3） サンホセ県

a） サンホセ県の組織

　サンホセ県の組織を図２－４に示す。

　サンホセ県の土地整備環境部は、局長以下人材が不足しており、業務に追われ全

く余裕がない状態である。

b） サンホセ県の政策

　サンホセ県の環境関連部である土地整備環境部の主たる活動は下記のとおりである。

①　環境管理に関する方向づけ

②　環境教育計画の導入

③　関係法令の立案

④　県内の工業の環境管理

⑤　廃棄物の処理と処置

⑥　保護地域の指定と計画

⑦　DINAMA が約定する環境に関する事前認可についての DINAMA との連携

　なお、県知事及び土地整備環境部長との懇談で、サンホセ県では、カネローネス

県及びモンテヴィデオ県との県境をサンタルシア（Santa Lucía）川が流れており、

本格調査の水質管理対象河川として同河川を県知事自ら強く希望した。

　具体的な政策及び予算に関する資料の提供を依頼し、了承されていたが、2003年

１月 17 日現在、いまだ資料の提供がない。

　以下に、県知事及び土地整備環境部長との討議のなかで把握した政策を示す。

①　サンタルシア川支流の水質改善

②　川砂採取事業による環境破壊対策

③　県の工業化（乳製品製造業、皮革工場、化学・農薬工場、農牧業）促進計画

に伴う環境影響評価

④　地下水水質の現状把握

（4）組織及び関連政策のまとめ

　DINAMAでは、水質管理に関して９の計画を掲げているが、過去の計画及び現状から、

これらの水質管理の諸業務が十分に実行されているとはいい難い。

　水質管理に関する他省庁との連携が不十分なことも、水質管理の業務不徹底の原因と考

えられる。
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　関連機関の代表から構成される COTAMA（環境保護諮問委員会）と呼ばれる非常設の

組織があるが、全く機能していない。

　また、DINAMAでは予算管理が徹底しておらず、掲げた予算項目の達成が不十分な面が

多々みられた。

　水質管理の諸業務を全うするためには、水質課の人材が絶対的に不足している。

　さらに、この人材不足は、各県が独自に制定している法令の施行に関して関知する余裕

も管理する余地もないため、首都圏としての水質管理が不統一となっている。

　質問表は、アナ・カサドーリ女史が一人で回答しており、関連機関、県との連携は全く

なされなかったばかりでなく、DINAMAの水質課内部における相談もなく、回答が作成さ

れた。聞くところによると、ヨハネスブルグサミットに提出されたウルグアイの環境報告

書（Report of the Oriental  republic of Uruguay to the world Summit of Sustainable

Development）は同女史が作成したものだそうで、質問表の回答状況と考え合わせて、女

史の環境に関する知識が他を圧している半面、DINAMAのスタッフはあまりにも彼女に依

存しすぎており、また、他関連機関、県との連携が極めて不足していることを如実に示し

ている。
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２－１－２　法制度

（1）法令関係

　水質管理関係の法令は、表２－３に示すものがある。

（2）水質管理関係の制度

　水質管理関係の制度は、表２－４に示すものがある。

　制度としては、行政の項で述べたように、DINAMA、DNH 及び県の連携に基づいて実

施されており、公式には、DINAMA が主導権を行使して管理していることになっている

が、DNHやモンテヴィデオ県の環境部局の方が、予算、人材、設備（分析・研究）ともに

充実しているため、DINAMA の水質管理の実態は指導力が十分ではない状況である。

入手の有無

番号 法令基準番号 概　　　 要
調査前入手

事前調査
未入手

で入手

１ LEY.14.859 水域法（1979.11） ○

２ DEC.253/79 水質汚濁防止法（1979.5） ○

３ LEY 16.112 MVOTMA設立法（1990.6） ○

４ DEC.257/97 DINAMA設立法令（1997.7） ○

５ DEC.261/993 COTAMA設立法（1994.6） ○

６ Sesión 3/94 COTAMA開催規則（1994.12） ○

７ LEY.17.283 環境保護法（2000.12） ○

８ LEY.16.466 環境影響評価法（1994.1） ○

９ DEC.435/94 環境影響評価法施行規則（1994.9） ○

10 LEY.11.907 OSE設立法（1953.1） ○

11 LEY.9.515 都市組織法（1935.11） ○

12 LEY.10.723 居住地整備法（1946.10） ○

13 LEY.10.866 居住地整備法改正法（1946.10） ○

14 LEY.16.858 灌漑用水優先法（1997.9） ○

15 LEY.15.939
植林法（1987.12）

○
（PROBIDES環境六法580～ 593）

17 LEY.17.220 危険物質輸入禁止法（1999.11） ○

18 LEY.17.234 自然保護地域管理法（2000.2） ○

20 DEC.135/999 医療廃棄物管理法（1999.5） ○

21 DEC.25.657/992 モンテヴィデオ県条例 ○

22 R.M.761/96
排水基準の一時緩和制度

○
（モンテヴィデオ県）

表２－３　水質管理関係の法令

OSE：国家上下水道公社
PROBIDES：東部湿地帯の生物多様性・持続可能な開発計画
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２－２　水質管理に係る体制

　水質管理に係る体制としては、まず河川等の公共用水域の水質の現状、及び変化を的確に把握

するためのモニタリング体制と、水質の保全や悪化した水質の改善を多くの関係機関と共同で進

めていける協議体制が求められる。

（1）モニタリング体制　　

　水質モニタリングについては、これを中心的に担うべき DINAMA の環境質評価部水質課

の人員並びに予算不足が背景にあり、特定調査に伴って観測されたと思われる限られた水質

データは存在しているものの、水質管理に必要となる各河川の代表地点における定期的・経

年的な観測の実施及びデータの集積はできていない。この点については、モンテヴィデオ

県、カネローネス県、及びサンホセ県においても同様の状況が見受けられ、特定目的の水質

調査にとどまっている現状にある。

表２－４　ウルグアイの水質管理関係の制度

関連法規等

水域法

水質汚濁防止法

環境保護法

環境影響評価法

モンテヴィデオ
県条例

排水基準の一時
緩和制度

モニタリング

DINAMA

河川・湖沼・河
岸の管理、河川
別級づけ（水
質）（水質）

水質・排水基準
の遵守管理

環境報告書の作
成

総合的審査

河岸・河川・湖
沼・排水の水質

DNH

河川・湖沼・河
岸の管理、河
川別級づけ
（水量）

水利権の付与

湖沼・河川の
水量

OSE

水源域に対し
排出権の付与

水源、下水処
理 排 水 の 水
量・水質

モンテヴィデオ県

県の環境管理制度

県内の排水基準の
遵守管理

河岸・河川・排水の
水量・水質

他　県

河岸・河
川・湖沼
の水質

農牧水産省

灌漑用水の水
利権付与

灌漑用水源の
水量・水質、農
業用殺虫剤の
品質、水産物
の毒性
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（2）関係機関との協議体制

　公共用水域の水質は流域における様々な社会経済活動が直接反映されている事象であり、

農業用水、工業用水、及び水道等の用水としての利用や水域生態系に大きな影響を与える。

したがって、適切な水質管理を行うには、多くの関係機関との緊密な連絡や協議が可能とな

る体制が確立されていることが、何よりも重要となる。

　この点については、体制構築の中心となるべき DINAMAが新しい組織であることもあっ

て、協議・連絡体制の整備は進んでおらず、DNH等の関係機関や各県との情報交換も極めて

限定的なものにとどまっている。

２－３　主要河川の現状

　ウルグアイの水域は以下６つの河川流域から成る。

①　ウルグアイ（Uruguay）川流域：アルゼンチンとの国境となる本河川の流域はウルグア

イ北西部に及ぶ９つの支流河川流域から成り、最終的にはラプラタ川へと流入する〔両国

の外務省にてウルグアイ川管理委員会（CARU）を設置し、水資源の共同管理を実施、ウ

ルグアイ側の環境分野は DINAMA が担当〕。

②　ラプラタ川流域：国土南西部のラプラタ川の支流河川から成り、モンテヴィデオ県を囲

うように流れ、最終的には大西洋へと流入する。支流に本調査の対象河川〔カラスコ

（Carrasco 川）〕も含まれる。

③　大西洋流入河川流域：国土南東部の大西洋へ流入する複数河川の流域から成る。

④　メリン（Merín）湖流入河川流域：国土東部に存在するメリン湖へ流入する複数河川の

流域から成る。ブラジルとの国境の部分もあるため両国の外務省にてメリン湖管理委員会

（CLM）を設置し、水資源の共同管理を実施、ウルグアイ側の環境分野はDINAMAが担当す

る。

⑤　ネグロ（Negro）川流域：国土中央のやや東西に流れるネグロ川の流域から成り、最終

的には上記ウルグアイ川へと流入する。本流域は国の電力需要の大半を占める水力発電の

水源となる。

⑥　サンタルシア川流域：国土南部の中央部に存在、ラプラタ川流域の一部であるが、モン

テヴィデオ首都圏の主要水源であることから、別途管理されている。本調査の対象河川の

サンタルシア川、ラス・ピエドラス（Las Piedras）川及びコロラド（Colorado）川が含ま

れる。

　本調査範囲の主要河川は、カラスコ、ミゲレテ、パンタノソ、コロラド、ラス・ピエド

ラス及びサンタルシアの各河川から成り、上記河川流域ラプラタの中央部及びサンタルシ

ア南部の一部を覆う。
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　本格的な水質モニタリング及び水質データの収集に関してはDINAMA水質課が2002年

より発足したため、過去の水質状況と比較することは困難である。表２－５に主要河川の

水質分析結果（年平均）を示す。

２－３－１　流量、流域面積（羽地）

　河川の水文情報は、DNH が管理するように定められており、同局は「水文年報：Anuario

Hidrológico」にて国土河川の水文データをまとめている。その最新版は1995年 12月出版物と

して 1992 から 1993 年分のデータを収録する。ただし、上表のカラスコ、コロラド及びラス・

ピエドラス川は規模が小さいため、収録の対象外とされている。本データの入手は DNHとの

連携にて得られることとなっているが、DINAMAと同局との情報共有は十分に行われているこ

とはいい難い。

２－３－２　主要河川の水質（羽地）

　別表－１「水質汚濁防止法による水域の水質基準」に示すとおり、ウルグアイでは水域の用

途別に水質の基準を定めている。一方、水域法（14.859 法の第７条）にて水資源の状況（水域

の位置、水量、水深、水質、用途等）を管理することを命じているうえ、環境保護法（17.283

法の第25条）より、その任務を運輸公共事業省（MTOP）及び住宅土地整備環境省（MVOTMA）

へ付託している。

　ただし、各水域の用途が指定されていないため、当該水質基準が適応できない状態である。

　他方、モンテヴィデオ県は、主に海水浴の適否を判断するために、県内の河川河口域での水

質モニタリング（大腸菌群数及び塩濃度）を夏期（11 月 15 日～３月 31 日）に毎日実施してい

る。また、1997 年より発足した「工業排水及び水域の観測計画」を、2002 年より県の衛生環

河　川
遠 隔 面 積 流 量

pH
BOD COD 電気伝導率

測定地点
（km） （km2）（m3/s） （mg/ l）（mg/ l）（μS/m）

カラスコ 14 NA NA 8.0   86 210 15.50 Manga川合流

ミゲレテ 21 102 0.9 7.0 120 290 NA Agraciada道路下

パンタノソ 15 067 NA 8.0 100 NA NA Ruta 5高速道路下

コロラド 23 100 NA NA NA NA NA

ラス・ピエドラス 24 NA NA 7.5   56 190 8.54 Manantiales沢合流

サンタルシア NA 13,415 31.83 NA NA NA NA San Ramón観測地

表２－５　主要河川の現状

BOD：生物学的酸素要求量　COD：化学的酸素要求量
出典：DINAMA未公開ウルグアイ国水域の水質調査（2002年環境報告書）、
　　　DNH1992～ 1993水文年報
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境分析課（LHA）が担当することとなり、水域の水質の把握を行うとともに汚染源との相関性

を追求する調査を実施している。本調査の対象水域はカラスコ、ミゲレテ、パンタノソ、及び

ラス・ピエドラス流域とモンテヴィデオ湾とし、夏期と冬期に３回（年６回）34 か所の観測地

点より試料を採取して分析３している。

　上記分析値を ISCA と称する指標へ換算し、水質の状況を解析している。同 ISCA 指標は水

中の① 有機性物質濃度、② 浮遊物質濃度、③ 溶存酸素、④ 塩濃度、及び⑤ 温度の各変数

を考慮した関数にて構成され、その数値は表２－６の評価を受けることとなっている。

　　ISCA指標によるモンテヴィデオ県内水域の水質は表２－７のとおり報告される。

水　域 観測地点
1999年 2000年 2001年 2002年

夏期 冬期 夏期 冬期 夏期 冬期 夏期 冬期

カラスコ川
上　流 48 58 51 52 36 50 56 58

下　流 30 61 31 57 31 53 33 61

パンタノソ川
上　流 50 66 47 72 49 64 63 68

下　流 22 33 19 35 14 44 26 35

ミゲレテ川
上　流 72 73 55 73 66 75 65 74

下　流 16 48 24 43 29 44 30 30

ラス・ピエドラス川
上　流 64 76 68 74 70 72 69 76

下　流 52 71 56 72 63 69 44 51

表２－７　モンテヴィデオ県内水域の ISCA指標

出典：表２－６に同じ

３ 分析項目：pH、温度、溶存酸素、電気伝導率、浮遊物量（沈降性固形物、揮発性固形物）、大腸菌群数、BOD、COD、油脂類、

鉛、全クロム、アンモニア、全リン、硫化物及び生物（Hydra attenuata、Daphnia magna Straus）に対する阻害試験

ISCA数値 適用活動（対象水質）

086～ 100 水道（森林の天然水）

76～ 85 水浴（透明河川水）

61～ 75 漁業（半透明河川水）

46～ 60 船舶（広域水域：海水等）

31～ 45 灌漑（濁水）

16～ 30 森林灌漑（希釈排水）

00～ 15 危険な状態（排水）

表２－６　ISCA指標評価表

出典：モンテヴィデオ県2002年環境報告書
　　　（Segundo Informe Ambiental. Intendencia 　
　　　Municipal de Montevideo. Diciembre 2002）
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　表２－６から、大半の水域の水質が下流に至り、水質が悪化することとが明確である。夏期

には比較的に水量が減少すると考えられるため、冬期と比べ水質が悪い。特に下流部ではISCA

指標による「危険な状態」にまで達成している例がみられる（パンタノソ川下流夏期）。

　

２－３－３　下水・排水の現状

　なお、別表－２「水質汚濁防止法による排水基準」に示すとおり、排水を放流する水域（公

共下水道、地表水域、地下水域）別に排水基準を定めている。ただし、行政不能な状況よりそ

の遵守は不十分である。

　有機性汚染物質の河川放流は、屠蓄場によるもの以外、下水処理に起因するものが多い。モ

ンテヴィデオ県外の下水道整備を運営する国家上下水道公社（OSE）の実績を表２－８に示す。

　表２－８のとおり、両県ともに排水の供給量がその処理能力を超過する例が目立ち、特にサ

ンホセ県の San José処理場は、設計能力の 2.3 倍の排水が供給される状況である。

　なお、モンテヴィデオ県内での下水道整備は約2,000kmの集水溝網の設置より、全県世帯の

87.5％をカバーすると報告４、その対象面積は１万1,200haに及ぶ。これに関連し、「第三フェー

ズ下水道整備計画」にて① 下水道整備の対象範囲の拡大（１万 1,200ha →１万 3,670ha）、

② 降雨排水システムの 600ha 拡張（2,000km→ 2,400km）、③ 集水溝拡張・ポンプステーショ

ン及び排水処理プラントの建設、④ 工業排水における公害防止計画の導入、⑤ 旧集水溝の

修理工事、⑥ 環境質と工業排水管理の担当部署の行政強化、⑦ 県衛生課の編成、及び⑧ 県

民の衛生・環境教育プログラムの導入を 2005 年までに実施する予定である。

４ モンテヴィデオ県 2002 年環境報告書（Segundo Informe Ambiental. Intendencia Municipal de Montevideo. Diciembre 2002）

所轄県 処理場
設計能力 平均供給量

処理設備 備　考
（m3/d） （m3/d）

Aguas Corrientes 1,300 NA 生物安定池

Canelones 1,920 2,570 沈降分離槽 能力34％超過

カネローネス
La Paz 3,400 1,229 生物安定池

Las Piedras 1,220 2,070 ろ過槽 能力70％超過

Pando 2,800 1,701 嫌気性リアクター 改善中

Santa Lucía 3,500 2,397 活性汚泥槽、殺菌槽

サンホセ
Libertad 1,560 1,861 生物安定池 能力54％超過

San José 2,040 4,700 ろ過槽 能力130％超過

表２－８　OSE運営下水道設備の状況

出典：米州保険機関（OPS）「ウルグアイ国上下水道セクター調査：表32」2001年
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　他方、DINAMAの情報より、皮革工場廃水による重金属（クロム、亜鉛）汚染等が顕在化し

ている。そのうちカラスコ川流域への工業排水の現状を表２－９に示す。

　一方、モンテヴィデオ県は県令 761/96 号（Resolución Municipal No 761/96）にて排水基準

の一時緩和制度５を制定し、これの遵守をめざす「産業公害低減計画」を導入、県内の工業排

水の状況を表２－10のとおり観測している。他方、観察の対象となった72企業のうち2002年

上期に排水基準を遵守できなかった企業は、基準項目別に油脂類で17企業、BODで 33企業、

浮遊物質で６企業、全クロムで 10 企業、硫化物で 10 企業、鉛で７企業にも達した。

５ 水質汚濁防止法による排水基準に対し、現行緩和項目は全クロム（5.0mg/ l）と BOD（皮革：1,000mg/ l、毛糸：3,000mg/ l）

工業セクター 件数
総排水量 未処水量

備　　　考
（m3/d） （m3/d）

皮　革 ６ NA NA １件処理設備あり：90m3/dを公共下水道へ放流

屠　蓄 ４ 3,224.6 97.6 未処理の97.6m3/dは河川へ放流

化　学 ７ NA NA
３件処理設備あり：48.3m3/dを公共下水道、河川、
地下へ放流

食　品 ５ NA NA
４件処理設備あり：169.4m3/dを公共下水道、河川
へ放流

製　紙 ３ NA NA
３件処理設備あり：うち82.4m3/dを公共下水道、
河川へ放流

繊　維 ４ NA NA
３件処理設備あり：うち543m3/d を公共下水道、
河川へ放流

飲　料 １ 1,153 0 全量を公共下水道へ放流

その他 11 NA NA
７件処理設備あり：うち295m3/d を公共下水道、
河川、地下へ放流

表２－９　カラコス川流域への工業排水の状況

出典：DINAMA未公開ウルグアイ国水域の水質調査（2002年環境報告書）

区　分 業　　種
企業数

観察頻度 汚染対象項目
（汚染影響度合）

一級産業 23（90％） ３回／年

二級産業 NA ２回／年

三級産業 NA NA １回／年 NA

表２－ 10　モンテヴィデオ県産業公害低減計画の実情

出典：表２－６に同じ

毛糸、皮革、油脂、乳、屠蓄、
漁、製油、酵母、飲料、造酒

繊維、金属加工、塗料、製紙、
瓶洗浄、洗剤、化学、食品

BOD、浮遊物質、油脂類、硫
化物、大腸菌、全クロム等

BOD、浮遊物質、大腸菌等
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　他方、河床砂を採取する事業が頻発に行われるようになるのに伴い、採取現場より大量の懸

濁性固形物（SS）の発生が重要な課題となっている。この汚染源の代表的な場所はサンタルシ

ア川のサンタルシア村下流にあると報告されるが、その程度（影響）に関しては未知である。

DNHよりの入手資料「公共水域河床の材質採取事業調査（Inventario Nacional de Extracción de

Materiales Alveos）」に河川流域別に1998年現在の河床砂採掘活動の状況が報告されている。

　なお、事前調査の過程で既存事業の排水処理の状況を確認する目的によって、DINAMA及び

カネローネス県環境総局の手配で、排水基準を遵守している代表事業の以下３企業を訪問視察

した。

①　屠畜場（FRIMACAR S.A. 社）：屠畜能力は毎日 800 頭であるが、需要低迷の影響を受

け、現在はその半分程度の操業を継続しているとの説明であった。主な処理物質は高濃度

BOD有機性廃棄物であるため、6,450kg-BOD/m3・dayの排水処理設備を有する。処理方法

は順次、スクリーンによる固形物の除去、流量調整槽による処理量の安定確保、沈降槽に

よる一次個液分離、充填沈降槽（沈砂地）による二次個液分離、上澄み排水の好気性ポン

ド及び嫌気性ポンドでの細菌分解を経て、塩素消毒して河川へ放流するシステムを利用す

る。したがって、BOD 値を 5mg/ l（水質汚濁防止法による一級水域の水質基準６）以下を

確保している模様である。除去された固形廃棄物は固形廃棄物最終処分場へと輸送処分

（焼却処分）される。なお、将来は公共下水道への排水放流を計画しているため、処理工程

最後の塩素消毒をやめてBOD値200mg/ lで放流することがDINAMAより許可されている

との説明であった７。

②　製紙工場（CICSSA 社）：当社は従来、古紙のパルプ化からの再生紙を原料としてダン

ボールを生産したが、現在はアルゼンチンよりダンボールを輸入し、これの組み立てのみ

を行っている。それに由来し、パルプ工場は解体、有害排水を発生しない工場となってい

るとの説明であった。しかし、事業の閉鎖に係る法規が存在しないため、従来の排水処理

のための処理ポンドは放棄された状態である。

③　皮革工場（NAUSSA S.A. 社）：皮革工程の添加試薬として酸化クロム、蟻酸及び塩、

また、ヒツジの毛糸処理のために石灰、硫化ナトリウム、殺虫剤及び酵素が使われるた

め、これらを含む排水の処理工程を導入している。一方、クロムを含む排水は硫酸による

還元槽、水酸化ナトリウムによる中和槽、高分子凝集剤による凝集槽及び沈降槽から成る

工程にて処理し、処理水を河川へ放流している。他方、硫化物を含む排水は曝気後、硫酸

アルミニウムによって中和沈降処理した処理水を上記の沈降槽へ放流処理している。

６、７　同法の排水基準によれば、「水域への直流」の場合は BOD 値を 60mg/ l 以下に指定する。なお、「公共下水道への排水」

　 BOD値は 700mg/�以下に指定する。
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８ DINAMAのインターネット・ホームページに公開する分析規格（収集資料参照）は、同局技術規格課付属分析室で使われて

いるものとは異なり、 試料の採取・保管方法等に関しては記載しない。

　以上、モンテヴィデオ県では2002年の環境報告によって県の環境に係る情報をまとめたが、

DINAMA は河川の水質や排水基準の遵守状況を把握していないのが現状である。なお、2000

年 12 月公布の環境保護法（17.283 法の第 12 条）に MVOTMA の任務として「年次環境報告

書」の作成公表を指定するが、現在DINAMAが作成中の報告書も未完成の状態である。他方、

カネローネス県及びサンホセ県は環境管理組織体が貧弱であるため、DINAMAに依存している

のが現状である。したがって、両県とも当該県内の水環境状況をほとんど把握していない。な

お、サンプリングや分析の規格が制定されていないため、国土統一したモニタリング・システ

ムの構築が困難である８。
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２－４　水質管理の課題と原因分析

　これまでに述べた現状から、モンテヴィデオ首都圏における水質管理の課題とその原因につい

て以下にまとめる。

（1）水質管理制度が機能していない

・DINAMA の人材不足

・DINAMA、関連機関、県環境関連部局の水質管理知識・能力が不十分

・他省庁との連携不足（DINAMA の調整能力不足）

・データの共有化が不十分

・モニタリングの結果が生かされていない〔汚染源の特定が不十分、汚染負荷量が把握され

ていない、汚染メカニズムの解明がなされていない（そのようなデータ収集計画が立てら

れていない）〕。

・水質管理のための行政政策が不十分（罰則規定のみ）

・県の緩和規準との調整がなされていない（野放し？）

・県のデータを信用していない

・水質管理制度の認識がなされていない

（2）モニタリングシステムができていない

・モニタリング計画が立てられていない

・定期的なサンプリングがなされていない〔海・海岸のモニタリングを夏（海水浴シーズン）

のみ、限られた成分（BOD、大腸菌等）について実施している〕。

・サンプリング・分析の知識が不統一

・モニタリングデータが解析されていない

・モニタリングの結果が生かされていない（解析されていない、フィードバックされていな

い）

・モニタリングシステムの認識がなされていない

・DINAMA のラボは、処理能力を超えており余裕がない。他機関〔DNH、OSE、ウルグア

イ国科学技術研究所（LATU）等〕のラボは余裕がある。全体に分析技術レベルは悪くな

い。

　これらの課題が生じている原因として、DINAMAの人員・予算の不足がまずあげられるが、

併せて適切な水質モニタリングを実施するためのノウハウの不足が大きい。
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２－５　他ドナーの動向及び関連プロジェクト

　ウルグアイでは主に米州開発銀行（IDB）、国連開発計画（UNDP）及びドイツ技術協力公社

（GTZ：ドイツODA機関）が技術支援活動を行っている。以下に各機関の動向をまとめる。

（1）IDB

　本機関は「ウルグアイ国の環境調査書（Estudio Ambiental Uruguay）」に、同国の環境状

況をまとめ、モンテヴィデオ首都圏の水域は、生活廃水の旧式の処理方法やその不足、工業

排水の管理の不十分な体制と固形廃棄物の処分方法の不適正によって、劣化し続けていると

報告する。他方、国民の約60％が水源としているサンタルシア流域では農業や産業の活発化

に伴い、不特定汚染源による公害や富栄養化の問題を発生しているという。

　上記要素とともに、国の環境に係る任務を果たすべきMVOTMAの弱点を以下のようにま

とめる。

①　関連機関（他省）との技術的なレベルによるコーディネーションの不足

②　他の政府機関との政治的なコーディネーション・プロセスの不存在

③　民間セクターの参加を勘案する環境政策の実践メカニズムの弱体

　したがって、DINAMAの行政管理強化計画（ATN/SF-4375-UR Proyecto de Fortalecimiento

Institucional de DINAMA）を 18 か月を経て実施、DINAMAの理想な体制、方針等を報告書

にまとめた（チリ、アメリカ合衆国、ドイツ、ウルグアイのコンサルタント参加）。その内容

は、① 国家環境情報システムの構築、② 毒性化学物質及び危険物質の管理、③ 飲料水の

水質管理、④ 都市固形廃棄物の処分・管理と⑤ サンタルシア流域の水質評価調査を含むプ

ロジェクトを提案、となっている。

　他方、以下のプロジェクトを模索している。

・モンテヴィデオ県下水道整備計画第３フェーズ（UR-0089 Programa de Saneamiento de

Montevideo y Area Metropolitana）：モンテヴィデオ首都圏の下水道整備の普及率拡大

及び主要河川（パンタノソ、ミゲレテ、カラスコ）及びモンテヴィデオ湾への工業ない

し生活廃水による汚染の軽減を図る計画を実施する予定（金額：２億 1,900 万米ドル、

IDB 融資：15 億 3,300 万米ドル）

・モンテヴィデオ県近代化計画（UR-0139 Municipality of Montevideo Modernization

Program）：モンテヴィデオ県の県民サービスの企画、及び税制度の近代化を図る計画

を形成中（金額：42 億 2,500 万米ドル、IDB 融資 300 万米ドル）。

・地方県の行政強化計画（UR-131 Programa de Desarrollo y Gestión Municipal）：地方県

を対象に地方分権を推進する計画を形成中（金額：16 億 6,700 万米ドル、IDB 融資：

１億米ドル）。
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（2）UNDP

・ラプラタ河岸の総括管理（EcoPlata 計画）：MVOTMA、国家漁業庁（INAPE）、軍海洋気

象事業所及び De la República 国立大学を C ／ P にして、ラプラタ海洋資源の持続可能な

開発に係る共同研究を実施中（金額：107 万 586 米ドル）。

・東部湿地帯の保全計画：東部湿地帯の生物多様性・持続可能な開発計画〔PROBIDES：

MVOTMA、De la República 国立大学、Rocha 県、Trenta y tres 県、Cerro Largo 県、マル

ドナド（Maldonado）県にて構成〕を C／ P にして、東部湿地帯の生物多様性の保全を図

る共同研究を実施、報告書を作成中（金額：321 万 1,123 米ドル）

・その他、大気汚染防止に係る「再生可能なエネルギー技術移転」、「温室効果ガスの影響に

関する環境教育」、「オゾン層破壊ガス回収技術の移転」等の技術協力を実施中。

（3）GTZ

　メルコスール（ウルグアイ、ブラジル、アルゼンチン、パラグアイ）の競争性及び環境プ

ロジェクトの形成中。

　中小企業の環境改善（クリーンテクノロジーの導入、資源の有効利用及びクラスター化）

をめざす循環型社会の構築等をプロジェクト目的として検討中。プロジェクト実施期間は第

１フェーズ２年（2002 年２月開始）、第２フェーズ３年とし、DINAMAを中心に、LATU、

工科大学、工業会議所等を C ／ P に指定する予定。

２－６　既存の関連調査・計画

　上記の調査・計画のうち、本調査と関連があると考えられるものを以下にまとめる。

（1）IDB

・DINAMAの行政管理強化計画（ATN/SF-4375-UR Proyecto de Fortalecimiento Institucional

de DINAMA）

参考資料：① DINAMAの組織強化計画（ATN/SF-4375-UR Proyecto de Fortalecimiento

Institucional de DINAMA）、② ウルグアイ国環境調査（Estudio Ambiental Uruguay）

・モンテヴィデオ県下水道整備計画第３フェーズ（UR-0089 Programa de Saneamiento de

Montevideo y Area Metropolitana）

参考資料：① モンテヴィデオ首都圏の下水道整備計画（UR- 0 0 8 9  P r o g r am a  d e

Saneamiento de Montevideo y Area Metropolitana）、② モンテヴィデオ県（IMM）著

書モンテヴィデオ県下水道整備計画 CD-ROM（Plan Director de Sanaeamiento del

Departamento de Montevideo）
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・モンテヴィデオ県近代化計画（UR-0139 Municipal i ty of  Montevideo Modernizat ion

Program）

参考資料：① モンテヴィデオ県近代化計画（UR-0139 Programa de Modernización de

IMM）

（2）UNDP

・ラプラタ河岸の総括管理（EcoPlata 計画）

参考資料：① ラプラタ川の環境概要（The Río de la Plata An Environmental Overview）、

② ラプラタ河岸環境社会診断（Diagnóstico Ambiental y Socio-Demográfico de la Zona

Costera）

・東部湿地帯の保全計画：東部湿地帯の生物多様性・持続可能な開発計画

参考資料：① サンタルシア湿地帯の管理保全計画（Programe for the Management and

Conservation  of the Santa）、② IMM著書サンタルシア湿地帯の生態系日記（Viaje

a la Historia Natural del Río de los Patos）、③ El País新聞記事「東部湿地帯の生物多

様性・持続可能な開発計画」（PROBIDES）

（3）GTZ

　メルコスール（ウルグアイ、ブラジル、アルゼンチン、パラグアイ）の競争性及び環境プ

ロジェクト

参考資料：① 環境管理及びクリーン生産の推進計画（Fomento de Gestión Ambiental y de

Producción Más Limpia）、② ウルグアイ国中小企業促進計画（Uruguay-Promotion of Small

and Medium-sized Enterprises）
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第３章　本格調査への提言

３－１　調査の基本方針及び目的

３－１－１　調査の目的

　当該調査の目的は、実施細則（S ／ W）に明確に記されているが、以下のとおりである。

（1）本格調査団は、住宅土地整備環境省国家環境局（DINAMA）及びその他の関係機関と

協力し、河川の水質管理強化のため、アクション・プランを含む総合管理計画を作成す

る。

（2）河川の水質管理に必要な DINAMA 及び関係機関の環境対処能力強化を図る。

（3）調査に参加する関係機関と密接に協力し、水質の改善に必要な活動を開始するために、

C ／ P 機関職員に技術移転を行う。

３－１－２　調査のスコープ

　調査目的を達成するための調査のスコープは、フェーズⅠ基礎調査とフェーズⅡ総合マス

タープラン作成に分割される。 その内容は以下のとおりである。

（1）フェーズⅠ　基礎調査

1） 既存の水質管理制度を批判的にレビューするための調査スコープ

・調査対象地域の水質の現状把握

・水質悪化の原因把握

・環境法・政策・規則・基準のレビュー

・各種環境関連法令によってDINAMA及び関係機関に与えられている職務（マンデー

ト）と現在実行されている水質保全のためのプログラム・プロジェクト・その他の活

動の比較

・水質管理を実行している各種関係機関間の調整メカニズムとそのオペレーション・シ

ステムの実態把握

2） DINAMA 及び関係機関が推進する水質管理を強化し、本格調査団によるキャパシ

ティー・ディベロップメントを達成するための活動

・水質管理のための法令のエンフォースメント体制

・関係機関の組織体制及び制度
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・水質管理のための関係機関間の調整メカニズム

・環境モニタリング及び汚染源モニタリングのためのネットワーク

・各種研修事業による人材開発

（2）フェーズⅡ　総合マスタープラン作成

1） 調査団と関係機関の共同作業による水質管理強化に必要な優先的活動の確定とその実行

・汚染源モニタリング

・汚染物質削減のための技術的対策

・キャパシティー・ディベロップメントのための一連のワークショップ

・キャパシティー・ディベロップメントのために実施された活動の文書化

2） 総合マスタープランの作成

・水質管理に必要な一連の諸活動を総合マスタープランに統合する

・マスタープランに示された諸活動の優先づけを行って実行計画を作成する

・マスタープラン実行のための示唆と勧告

３－１－３　本格調査の概要

　キャパシティー・ディベロップメントを目的としたプロジェクトの実行に際しては、技術協

力を供与する側と受け入れる側のC／P機関双方がプロジェクトの内容を十分に理解し、同じ

認識の上に立って推進されることが重要である。

　合意された暫定的な調査のプロセスは、以下のとおりであった〔付属資料３．協議議事録

（M ／ M）参照〕。

（1）フェーズⅠ　基礎調査

1） 既存の水質管理制度を批判的にレビューするための調査スコープ

a） レビューのプロセスは、モンテヴィデオにおける悪化した水質の現状を把握するこ

と、水質管理のための環境法令のシステム、及びDINAMA及び関係機関に与えられ

たマンデート、現在実施されている水質保全のためのプログラム、プロジェクト及び

その他の活動のコンポーネントから成る。

b） DINAMA及びその他の関係機関によって実施された過去の水質に関するレポートや

データから本格調査団と関係機関の研究者とのジョイント活動によって調査対象地域

内の水質の現状が把握され、分析され、評価される。都市開発や工業化と水質の悪化

の関係分析もなされる。ポイント・ソース及びノンポイント・ソースによる水質悪化

の原因が把握され、各種汚染源が地図上に示される。双方の合意がなされた場合には、
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種々の汚染源から河川へ放出される汚濁物質の量や性質を把握するため、河川、底質

及び工業排水のモニタリングを追加的に実行する。

c） 法的なフレームワークについては、環境法令の特徴、法律、規則及び基準の執行状

況、経済・社会的発展段階の見地から各種基準がエンフォースすることが可能である

かにつき検討される。法令に基づきDINAMA及びその他の関係機関に与えられたマ

ンデートも批判的な見地からレビューされる。DINAMA及び関係機関によって、現在

実施されているプログラム、プロジェクト及び活動のレビューに続き、マンデートと

実施中の活動との間のギャップを明確にする。

2） DINAMA 及び関係機関が推進する水質管理を強化し、キャパシティー・ディベロッ

プメントを達成するための活動

a） 法令のエンフォースメントを強化するため、DINAMA及び関係機関内部の部や課、

係にマンデートがどのように割り振られているかは非常に重要である。その結果、そ

れぞれの部や課は、与えられた業務内容を明確に認識する。スーパーバイズする者か

らそれぞれの部や課に実施するように与えられる業務を命ずる制度、及びスーパーバ

イズする側に対する報告システムも同時に明確にされる。

b）マンデートについては、組織・構造が批判的に検討されねばならない。人材の配置、

それぞれの職員の業務配分、与えられた業務を実施する能力、管理に必要な施設や機

材につき、調査団とC／P職員の間での議論によって検討されねばならない。関係機

関間のコーディネーション・メカニズムを推進する事務局の役割は、同様の議論を通

じて強化されねばならない。

c） 水質の現状、水質汚濁の原因、工業その他によって遵守される各種規準を把握する

ための環境モニタリング及び汚染源モニタリングは、水質管理を実施するために最も

重要な手段である。水質管理に関係する機関すべての努力によって、国家環境モニタ

リング・プログラム（又はネットワーク）が確立されねばならない。正確なモニタリ

ングデータを得るために、モニタリングを実施する環境ラボの間で分析の精度確保プ

ログラムが調査期間中に実施されねばならない。国家環境モニタリング・プログラム

によって得られた科学的な根拠やデータは、分析され、評価され、水質管理に役立て

られねばならない。

d） DINAMA及び関係機関の職員は、調査団との共同作業によって政策的技術的見地

から訓練される。フォーマル及びインフォーマルなワークショップが頻繁に開催され

る。そのなかでも重要な課題は、環境教育及び普及啓発事業開発である。
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（2）フェーズⅡ　水質管理の総合マスタープラン作成

1） 調査に参加する関係機関との共同努力によって、水質管理強化に必要な優先的活動を

確認し、実行する

a） 水質管理強化に必要な優先活動が確認され、実行される。フェーズⅠで作成された

国家環境モニタリング・プログラムは、参加機関によって開始される。公害防止対策

を把握するために河川に大量の汚染物質を排出する特定工場の汚染源モニタリングも

実行される。国家環境モニタリング・プログラムは、調査期間中のみならず継続して

ルーティン業務として参加機関によって、継続されねばならない。

b） 家庭、大規模オフィスビル、ホテルや市場からの排水管理を推進するための可能な

対策が議論され、DINAMA及び関係機関によって、実行される政策決定のため文書化

される。河川に違法に投棄される廃棄物は水質汚濁の原因であるため、コミュニ

ティーを巻き込んだ環境教育や普及啓発事業が実行されねばならない。特定工場に対

する産業公害防止対策のための技術的評価についても関係機関の技術者の間で議論さ

れねばならない。

c） 水質管理のための政策や対策を決定するに際しては、実行する機関の財政状態や執

行能力、実行のための調整メカニズムが、現在の経済状態や行政の現状から検討され

ねばならない。

d） 一連のワークショップのテーマとしては、モンテヴィデオ及び首都圏の水質の現状、

水質汚濁の主要な原因、ウルグアイ環境管理の法令の特徴、水質管理に必要な調整メ

カニズムとその運営、国家環境モニタリング・プログラム、水質コントロールの技術

的対策、環境教育及び普及啓発、効果的な法令のエンフォースメント、水質管理のた

めの総合マスタープランの実行スケジュール等が含まれる。普及啓発のための手段と

しては、ニューズレターや小冊子の発行、AV教材の作成が含まれる。

2） 水質管理のための総合マスタープランの作成

a） 調査団とC／P及びその他の参加機関とのジョイントによって作成されるマスター

プランは、政治家やディジョン・メーカーによって議論されるハイレベルの政策や計

画ではなく、参加機関によって実行される技術的な対策やアクションを含む文書であ

る。（ウルグアイではマスタープランという言葉は、国会や閣議で議論される文書を意

味するために、この項目は、誤解を避けるために特に挿入されたものである。）マス

タープランの作成に際しては、調査を通じて議論された一連の活動や実施可能な対策

がマスタープランのなかに組み込まれる。そのため、マスタープランには、DINAMA

及び関係機関が実施すべき活動が盛り込まれるが、それら機関によって最終的に実行
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されねばならない。調査を通じて実施されたキャパシティー・ディベロップメントの

ための活動についてもマスタープランのなかに集約される。

b） 優先活動も選択され、実行のためマスタープランに盛り込まれる。最終の勧告や示

唆もマスタープランの主要コンポーネントである。

３－２　調査対象区域

　調査区域は、モンテヴィデオ首都圏を構成するモンテヴィデオ県、カネローネス県及びサンホ

セ県から成る地域とする〔詳細については付属資料２．実施細則（S／W）にて確認されたい〕。

なお、調査対象地域を選定するにあたって、選定条件を想定して検討したのは以下のとおり。

（1）DINAMA を中心にモンテヴィデオ県、カネローネス県及びサンホセ県の積極的な参加を図

るために、当該管理下となる河川流域

（2）モンテヴィデオ首都圏の代表的な汚染源が存在する河川流域

（3）モンテヴィデオ首都圏の水源となる河川流域

（4）DINAMA の水環境モニタリング制度の構築及びそのキャパシティー・ディベロップメント

に資すると考えられる代表的な条件を満たす河川流域

　

　これらによって、以下の河川流域を本格（開発）調査の対象地域として検討することを提案し

たい。なお、あくまで先方と合意したものについては S／Wを確認されたい。

（1）カラスコ川流域：本河川はモンテヴィデオ及びカネローネスの県境になっており、その管

理責務は両県に及ぶ。本流域に存在した同名の湿地帯を、持続可能な開発の観点から外れた

当時の政策において、湿地帯面積を有効利用する目的で、1970年代後半に大規模な河川の移

設工事を行った。その結果、同河川が湿地帯を流下することで行われていた自然浄化作用を

失うことになり、カラスコ川はラプラタ河岸の汚染源へとなった９。

（2）コロラド川、ラス・ピエドラス川流域：カネローネス県のこれらの河川は国家上下水道公

社（OSE）の下水処理排水及び廃棄物最終処分場よりの浸透水や中小の皮革工場、屠蓄場等

９　出典：非政府組織APRAC「環境教育計画（Programa de Educación Ambiental）」
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により影響を受ける。また、モンテヴィデオ首都圏の水源とするサンタルシア川の支流でも

ある。

（3）サンタルシア川流域のサンタルシア村周辺地域：本河川はカネローネス及びサンホセの県

境になっているため、同様にその管理は両県に依存する。本河川流域のサンタルシア村周辺

では河床砂の採掘が盛んに行われるため、懸濁物質（SS）汚濁の問題が潜在する。

　　なお、本報告書巻頭に本格（開発）調査の対象地域及び対象河川網を添付する。

３－３　調査項目及び内容

３－３－１　調査範囲

　調査範囲は、添付図に示すモンテヴィデオ県、カネローネス県、サンホセ県を含む首都圏と

する。

３－３－２　方　策

　調査団は見本を示し、計画立案指導を行い、オンザジョブ・トレーニング（OJT）を心がける。

（1）適正な DINAMA の組織強化案の検討

（2）特定河川（サンタルシア川）を選定し、関連各機関が協力して合同の水質モニタリング

のパイロットプロジェクトを実施する。

（3）DINAMA が主導し関連各機関と連携して、サンプリング・モニタリングシステム、デー

タベース共有化システム及び情報処理ネットワークの構築を図る。

（4）水質管理の地理情報システム（GIS）構築のために必要なデータ収集、マッピングを

DINAMA が主導し、関連各機関と連携して実施する。

（5）水質管理に係る環境白書の作成

３－３－３　成果品

（1）適正な DINAMA の組織強化案の策定・提言

（2）最適な環境管理制度の提言（関連機関が連携しての適切な河川の用途別分類）



－ 48 －

（3）サンプリング・モニタリングシステム、データベース共有化システム及び情報処理ネッ

トワーク

（4）水質管理 GIS

（5）特定河川に関する水質管理に係る環境白書（案）

３－３－４　調査の手順（Procedure of the Study）

（1）S ／ W 及び M ／ M に基づき、本格調査団は 10 名程度のメンバーを想定する。

　本調査の要員計画を３－４－２要員計画の項の表３－１に示す。

　国内作業 13.32 人・月、現地業務 36.66 人・月の合計は 49.98 人・月である（業務調整

を含めると 51.81 人・月）。

（2）調査計画案

1） 合同委員会（ステアリングコミッティ）の設立

　調査に先立って、ウルグアイ側の主導で合同委員会（ステアリングコミッティ）が設

立され、調査団の支援の下に年４回以上の活動を行う。

　調査の円滑な実行と調査結果の効率的な活用のために、委員会に対して調査団は以下

の確認及び協力を行う。

①　委員会メンバーはDINAMA及び調査活動に加わる関連機関の代表者であり、上

級技師であること。

②　調査団は、委員会の事務方が作成する協議事項や活動書類の作成に協力する。

③　委員会は調査団との緊密な協力の下に調査に関し議論し、方向づけを行う。

2） フェーズⅠ：基礎調査

　調査に先立ち、まず、プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）を作成し、JICA

の事前了解を得たうえでC／ P機関に説明のうえ協議を行い、「投入」、「活動内容」及

び「成果」を確認し、認識を一にする。

　さらに、モンテヴィデオ首都圏の水質管理強化のキャパシティー･ディベロップメント

として、下記項目を具体的活動内容として実施する。

・DINAMA及び関連機関の組織改善・強化に関する検討及び提言

・DINAMA及び関連機関の協力・連携に関する改善・強化に関する検討・提言

・民活・NGOの協力・連携に関する改善・強化に関する検討・提言
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・DINAMAの政策形成、法制化、法・規準の執行方法、同執行体制に関する改善・強

化に関する検討・提言

・環境保全の手段・設計に関する助言

・水質環境情報の入手・モニタリングシステムへの支援

・セクター政策（ウルガドーレスによる不法投棄と河川水質管理、住民移転、民間企

業の排水水質管理等）への環境面の統合

・環境普及、環境保全の啓発、環境教育の促進

・DINAMA、関連機関、３県（モンテヴィデオ県、カネローネス県、サンホセ県）そ

れぞれの水質管理に関する職務と実施業務との乖離・コンフリクトの改善への支援

・環境にやさしい技術の適用に対する支援（DINAMA並びに関連機関及び民間企業

廃水処理担当）

・環境外部要因をビジネスに適応するための民間部門の努力に対する支援

a） 水質管理制度の現状調査

i） 現状調査には以下の４つのコンポーネントを含む。

・モンテヴィデオ首都圏の水質汚濁の現状とその原因把握

・DINAMA 及び関連機関の法的枠組み及び役割

・水質管理に関する実行中の計画、事業及び活動

・DINAMA 及び関連機関の水質管理制度及び水質管理の運営に関する問題点の

抽出

ii） DINAMA 及び関連機関によって実施された過去の調査報告及びデータを、

調査団及び C／ P との共同作業によって解析、評価し、調査地域の河川水質の

現状を把握する。

　都市及び工業振興と水質汚濁との関係に関する解析を実施する。次いで、点

源及び面源の両方に起因する水質汚濁の汚染源を解析し、図化する。

iii） 法的枠組みの面から、環境法・制度の性格、現行法・基準の実施状況、経済

的・社会的な観点からみた規準の水準を検討する。

　DINAMA 及び関連機関に与えられている法・基準に関するマンデートを検討

する。

　DINAMA 及び関連機関が実施中の計画、事業及び活動、与えられた職務と現

行の活動との乖離を明らかにする。

b） DINAMA及び関連機関に対する水質管理に関する活動強化及び人材育成の実行

i） 法施行制度を強化するために、DINAMA 及び関連機関内の各部課に割り当

てられた業務の詳細を明確にし、その実行制度及び報告制度も明瞭にする。
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ii） 職務に関する組織構造を厳密に調査する。調査団と C ／ P との議論を通し

て、人材配置、各スタッフの業務内容、彼らの与えられた職責の実施能力、管

理に必要な設備機器もまた調査する。

関連機関間の連携・調整を行う秘書役の権限が強化され、関連機関相互の連携が

適切になされるコーディネーションメカニズムの検討を行い提言をまとめる。

iii） 水質管理のために重要な国家モニタリング計画あるいはネットワークが構築

されるべく関係するすべての機関の力を集中させる。

　水質の状態を明確にし、水質汚濁の原因となり、そして工業やその他によっ

て適正な規準が導入される環境と汚染源のモニタリング計画が、水質管理に

とって最も重要な道具である。

　正しいデータを保障するために、調査期間中に、環境研究所向けのモニタリ

ング活動を実行するQA／ QC プログラムを開発し実施する。

　国家環境モニタリング計画を通して保障された科学的証拠や資料を水質管理

を強化するために解析し、評価し、そして活用する。

　さらに、双方合意の下、多様な汚染源から河川に流入する汚染物質の量と質

を把握するために、環境と工業排水に関するモニタリングを追加実施する。

iv） DINAMA及び関連機関の C／ P を、調査団との共同作業を通して、OJT を活

用して水質管理に関して行政面及び技術的両面の課題について、人材育成を行

う。　

　環境教育及び啓発の開発と実行を重点目標として、公式、非公式なワーク

ショップを頻繁に開催する。

3） フェーズⅡ：水質管理調査に関する統合されたマスタープラン

a） 関係機関との共同活動を通じて行う水質管理を強化するために必要な重みづけ活動

の確認と実行

　フェーズⅠで開発された国家環境モニタリング計画を、関連する機関に実行させる。

汚染管理の方法を見いだすために、大量の汚染物質を川へ放流している特定された工

業に対する汚染源モニタリングを開始する。関連機関によって国家モニタリング計画

がルーティン活動として継続的に実施されるよう指導する。

b） 一般家庭、事務ビル、ホテル等複雑な排水の可能な管理方法を、DINAMA及び関連

機関と政策決定のために議論し、文書化する。河川に不法投棄される一般並びに産業

廃棄物もまた水質悪化の原因であるために、地域住民を取り込んだ環境教育や啓発計

画を実行する。C／Pの技術スタッフ間で議論される課題として、特定産業に対する
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工業汚染管理の技術評価がある。

c）  ワークショップの継続のための項目として、モンテヴィデオとその首都圏における

現在の水質、水質悪化の主たる原因、ウルグアイの公的環境制度の性格、水質管理に

関する効率的な調整機構及びその運用、国家環境モニタリング計画、水質汚濁管理の

技術的な方法、環境教育と啓発計画、効果的な法強化、水質管理に関する統合された

マスタープランの実行等の課題が考えられる。大衆啓発の浸透方法としては、新聞、

小冊子、ビデオ等のAV教材の作成と活用並びにテレビ／ラジオあるいはその他の報

道機関の利用が含まれる。

d） 水質管理に関する統合されたマスタープランの形成

i） マスタープランのなかには、調査を通じて議論された一連の活動と可能な方法を

含める。

　そのマスタープランは、DINAMA及び関連機関が実施すべき一連の行動を含む。

調査期間中に実行され、文書化された人材育成もまた含まれる。

ii） 計画の実行のために各項目の重みづけがそのマスタープランに含まれる。最終の

勧告と助言がマスタープランの基本となる。

３－４　調査工程と要員計画

３－４－１　調査工程

　調査工程は、情報収集、現状把握、問題点抽出の第１フェーズ（初年度）と改善のための解

析、対策立案、提言を行う第２フェーズ（２年度）とに分けられ、全工程は 18 か月である（表

３－１参照）。

３－４－２　要員計画

　調査団は、下記に示す９名の専門家及び１名の調整員で構成される。

・団長（総括）（#）

・環境政策（#）

・地域水質管理（#）

・水質モニタリングシステム（#）

・水質分析／ラボ管理

・廃水処理技術（工場排水、家庭排水）（#）

・廃棄物管理（＊）

・環境教育・啓発／広報（＊）

・財務計画（公共・民間部門）（＊）
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・調整員

（＃）：評価対象

（＊）：現地コンサルタント（外国人）雇用の可能性

　各専門家の役割は以下のとおりである。

（1）団長（総括）

　団長（総括）は、環境行政をレビューし、特に水質管理行政の推進に際し考慮すべき国

家財政、地域経済、企業の経営基盤等幅広い情報に見合った環境保全のための公的、民間

の活動の方向・レベル等総合的な判断を行うとともに、関係機関の長に働きかけを行って

政策・組織・基準・エンフォースメントの改善をめざす能力をもつ環境関連の有資格者

で、中南米諸国での業務経験を有するもの。

　英語はもとより、できればスペイン語を解することが望ましい。

（2）環境政策

　環境政策専門家は、水質環境管理制度に深い知識をもち、環境法令、規則、基準のレ

ビュー及び地方の環境管理当局のマンデート、マンデートを達成するための組織、国・地

方の管理制度、関係機関間のコーディネーション・メカニズム等の現状を的確にレビュー

し、改善を提案する幅広い知識と経験を有する者。

　語学能力として英語のほかにスペイン語に長じ、中南米諸国での業務経験が豊富な人材

が望ましい。

（3）地域水質管理

　地域水質管理専門家は、モニタリングシステムに関する調査、技術指導の経験を有し、

モンテヴィデオ首都圏の水質の現状を適格に分析・評価し、汚染源を把握して河川に対す

る汚染物質並びに SS の移動と負荷を評価して総合的な対策アクションを確定するととも

に、関係機関のマンデート、キャパシティー、財源を考慮して短期的なアクションに加え

長期的なアクションを計画・提案できる者。

　スペイン語能力があり、中南米での業務経験がある者を優先する。

（4）水質モニタリングシステム

　現在関係機関で実施されている各種モニタリング活動及びその結果をレビュー、解析、

評価し、対象地域の環境モニタリング計画及び汚染源モニタリング計画を策定し、その実

行に必要な関係機関ごとの実施体制、データの統合、関係機関間の情報の共有、政策への
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反映等について、幅広いアドバイスを行うために小河川、都市内を流れる河川の水質・水

文調査及びサンプリング・分析の経験を有し、公害防止管理者（水質一種）の資格を有する

人材。

　語学能力は英語に堪能で、できればスペイン語を解する中南米での業務経験者。

（5）水質分析／ラボ管理

　水質分析／ラボ管理専門家は、サンプリング計画の立案、河川・湖沼の水質・底質、生

物サンプルのサンプリング及び分析技術に卓越し、関係機関のラボ分析技術の向上を技術

的側面から指導し、ラボ・マネージメントの向上を図るとともにラボ間の QA／ QC を確

保する。

　特に、生物学的酸素要求量（BOD）、化学的酸素要求量（COD）負荷、クロム等重金属

汚染のある河川のサンプリング・分析に知見をもつ者を優先する。

　できればスペイン語を解する中南米での業務経験者。

（6）廃水処理技術（工場排水、家庭排水）

　廃水処理技術専門家は、工場排水（屠畜場、皮革工場等の点源）、家庭排水（雑排水・糞

尿等面源）、有機物、無機物、重金属等幅広い廃水処理に関する工場における処理技術の経

験を有するとともに、下水道終末処理場、合弁処理、浄化槽処理等の知識を有する者。担

当者とともに工場を訪問し、汚染源モニタリングを同時に指導できる者。特に屠畜場、皮

革工場等の排水処理に造詣の深い人材を優先する。

　公害防止管理者（水質一種）の資格を有し、中南米諸国における調査、技術指導の経験

を有する者。

（7）廃棄物管理

　廃棄物の違法投棄が水質汚濁に関与していることから、廃棄物管理の現状を的確に把握

し、そのメカニズムを確定する。特に、米州開発銀行（IDB）の援助計画のなかにゴミ収

集運搬処理技術があることから、IDB調査との重複を避けるために、技術面及び政策面か

ら同調査団との調整を行う能力を有する者。また、本調査の目的が水質管理であることか

ら、水質管理と廃棄物管理との接点を模索し、水質改善の視点からの指導・勧告を行える者。

　廃棄物管理者の資格を有し、中南米諸国における調査、技術指導の経験を有する者。

（8）環境教育・啓発／広報

　環境教育・啓発／広報専門家は、環境管理制度が円滑に機能するために必要な外部団
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体・機関（地域住民、NGO等を含む）への理解と啓発を促進するため、マスメディアの利

用、機関紙・広報誌の発行、学校教育、主婦層への啓発・普及、ワークショップ、モデル

地域によるパイロット活動等あらゆる手段を活用して、地域住民に密着した意見の集約、

環境に関する教育・啓発活動を行い、モンテヴィデオ首都圏の環境改善に資することがで

きる人材が望ましい。地域住民と密接にかかわることから、意思疎通が円滑に行える地

元、あるいは中南米各国で深い活動経験のある現地コンサルタントの採用が望ましい。

（9）財務計画（公共・民間部門）

　財務計画（公共・民間部門）の専門家は、公共民間セクターの環境投資に伴う財政計画

に関する総括業務を行い、計画が実行可能なものであることを確認するとともに、修正提

言が行える者。

　また、業務の実施によって図られるモンテヴィデオ首都圏の環境改善効果を定量的に説

明でき、地域住民、NGOはもとより、DINAMAはじめ関連機関の活動結果を具体的に表

現し、励みのあるデータを提出できる人材。

　（10）調整員

　調整員は、中南米諸国での経験が豊富でスペイン語に堪能な人材で、団長以下９名の調

査団員の業務活動を円滑に推進するために、団員相互間、調査団とC／ Pとの間の調整は

もちろん、調査団・C／ Pと地域住民・NGOとの関係を良好に保ち維持することに真価を

発揮できる者。

　本調査の要員計画を表３－１に示す。

　調査期間は、2003 年５月から 2004 年 10 月までの 18 か月間で、現地業務 36.66 人・月、国

内作業 13.32 人・月の合計は 49.98 人・月である（業務調整員の人･月を加えると、現地業務

38.49、国内業務 13.32 の合計 51.81 人・月である）。
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３－５　調査実施体制

　C／ P機関は、住宅土地整備環境省（MVOTMA）の国家環境局（DINAMA）であるが、今回

の水質環境関連事業という特殊性から、運輸公共事業省（MTOP）の国家水利局（DNH）並びに

調査対象河川である、カラスコ川、コロラド川、ラス・ピエドラス川及びサンタルシア川流域が

存在するモンテヴィデオ県、カネローネス県及びサンホセ県もC／ P機関として加わる。

　また、S／W協議において合同委員会（ステアリングコミッティ）の設置が合意された。

　 S／Wには、ステアリングコミッティに関して、以下のように記載されている。

・調査団の支援の下に年４回以上の活動を行う。

・ステアリングコミッティメンバーはDINAMA及び調査活動に加わる関連機関の代表者であ

り、上級技師であること。

・調査団は、委員会の事務方が作成する協議事項や活動書類の作成に協力する。

・委員会は調査団との緊密な協力の下に調査に関し議論し、方向づけを行う。

　したがって、調査団は、着手報告書説明協議の冒頭でC／Pのステアリングコミッティメンバー

編成に協力し、その運営形態について協議のうえ合意する。

　なお、S／W協議において合意された先方政府の便宜供与事項は以下のとおりである。

・調査団の安全対策及び安全に関する情報の提供

・調査団の医療対応及び健康・医療に関する情報の提供

・調査に関連する資料の提供

・最少 10 名の C ／ P の配置

・査団のための下記什器を備えた事務所

＊机及び椅子：10 組（DINAMA 内）、各２組（各関連機関）

＊電話回線：独立した２回線（DINAMA 内）

＊会議机：１基及び椅子 10 脚（DINAMA 内）

３－６　調査実施のための関連情報

３－６－１　調査用資機材と調達方法

　本格（開発）調査に必要とする資機材は、主に水環境モニタリング調査に由来するものと

し、現地踏査用車両、試料採取機器、現場観察用携帯測定機器、分析機器及び情報処理のため

の道具を勘案した。事前調査で調べたこれらの調達の状況を以下にまとめ、付属資料８に必要

機材リストと見積りを収録する。

（1）現地踏査用車両：調査の対象地域が広範囲に及び、河川の観測地点へのアクセスが大半

舗装されていないため、四輪駆動車の調達を推薦する。DINAMAが付属するMVOTMA全
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組織が所有する車両数がわずか３台であるため、常時 DINAMA に割り当てられるのは

１台のみが現状である。したがって、本格（開発）調査への専用車両を DINAMA が準備

するのは困難である。

（2）水環境モニタリング調査用資機材：DINAMA の水質課は、水環境モニタリングのために

携帯用の水質、底質、微生物モニタリング機器及び河川の水文情報を入手するための資機

材が不足している状態である。なお、同じ DINAMA の技術規格課付属の分析室では、能

力拡大（定量限界の向上、新規要素の分析、分析量の能力増）のために水質・排水分析の

分野では表３－２の機器の補強が必要とされる。

（3）情報処理機材：現在、DINAMA 水質課には情報処理ネットワークが導入されておらず、

すべてのコンピューターがスタンドアロン式である。なお、CD／DVD-RW等の機能不足

より、メモリーの大きいファイル交換が困難である。また、カラープリンターやプロッ

ターも所有しないため、作成中の環境報告書やデジタル化した河川図等のアウトプットに

苦労している。一方、これからの展望として、GIS による情報管理の積極的導入も重要で

あるため、GIS 関連機器及びソフトウェア調達も課題とする。これらインラインコン

ピューター設備、カラープリンター、プロッター、デジタイザー及び CAD 等のマッピン

グソフトウェアの導入が必要である。なお、調査地域の地形図に関しては SGM（Servicio

Geográfico Militar：軍事地理学事業所）にてそれぞれ１：25,000、１：50,000、１：250,000

尺度図が各 80ペソ、１：500,000、１：1,000,000 尺度図が各 250 ペソの価格にて入手可能

である。また、高画質ではないが各72ペソにて地形図のスキャンデータをCD-R収録で入

手することも可能である。

機器名

フレーム原子吸光分光光

度計（AA）あるいは高周

波プラズマ発光分析装置

（ICP）

ガスクロマトグラフ質量

分析装置

恒温器

表３－２　DINAMA技術規格課付属分析室の必要分析機器の概要

主要仕様

波長選択範囲：190～ 850nm

定量限界：（As：5 μg/ l、Cd：

0.1 μg/ l、Cr：0.5 μg/ l、Pb：

5μg/ l、Hg：0.2μg/ l）等

オートサンプラー、イオン分離、

20℃保温装置、容積20ft3等

用　　途

有害金属の測定（砒素：水

素化発生装置、水銀：加熱

気化装置）

揮発性有機物、農薬類、

PCB測定

BOD測定
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３－６－２　再委託業者に関する情報

　本格（開発）調査での現地再委託業務として、① 環境教育及び② 水環境モニタリングに係

るもの、が考えられる。したがって、DINAMA の C ／ P より推薦された業務に経験豊富な２

つの非政府組織〔カラスコ川水質改善協会（APRAC）、ウルグアイ調査分析資料センター

（CEADU）〕及び民間企業（CSI Ingenieros）を面談した。その結果を以下にまとめ、付属資料

７．に現地委託業者リストと見積りを収録する。

（1）環境教育に係る業務

　環境教育に係る業務として、関連教材（ビデオ、パンフレット等）の作成と技術移転の

ためのイベント（セミナー、ワークショップ等）開催準備等が予想される。

APRAC：全メンバーの無償活動によるAPRACは、カラスコ河川流域の蓄積汚染の洗浄

活動及び汚染防止促進、DINAMAの工業排水モニタリングの視察、生態系の保全調

査、湿地帯の回復調査、植林事業及び清浄活動、生活環境の向上運動、水質改善調査

の計画策案、モンテヴィデオ県排水処理計画への意見提出等を行うとともに寄付金や

MVOTHAの財源によって、環境教育も行ってきた非政府組織である。６か月に及ぶ

カリキュラムにてカラスコ川流域の小中学校を対象に環境教育を行った前歴をもつ

（費用：小学校＝４万 7,000 米ドル、中学校＝７万 2,000 米ドル）。

〔参考資料〕

・環境報告書（Ficha de Relevamiento de Información Ambiental：スペイン語）

・環境教育計画（教材）（Programa de Educación Ambiental：スペイン語）

・カラスコ湿地帯の回復（Rescatando el Humedal de Carrasco：スペイン語）

CEADU：DINAMA現役局長A. Latchinian 氏が構成した組織である。CEADUは、環境

分野に優秀な技術者を集める非政府組織であり、クリーンテクノロジーの普及活動

（小中学校より古紙を回収し再生紙製紙工場との連携にて小中学校へのリサイクルシス

テムを構築）、環境教育〔モンテヴィデオ首都圏の小中学校約800校を対象にマルチメ

ディア（パンフレット、プレゼンテーション、ビデオ）を適用した教育〕及び環境保

全に係る教材の作成や環境意識のアンケート等を行っている。活動のためにODA（主

にヨーロッパ共同体による）を含む財源を調達している。また、事前調査団の要望に

よって提供されたCEADU作成見積書（付属資料７．参照）には、ビデオ、CDの作成

費及びセミナーやワークショップの開催費が記載されている。

〔参考資料〕

・エネルギーと環境（Energía y Medio Ambiente）

・トトラ園：水の自然浄化システム（Jard ín  de Totoras Sistemas Naturales de
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　Depuración de Aguas）

・CEADUのプロフィール（Perfil Institucional de CEADU）

・有機栽培（Producción Orgánica）

（2）水環境モニタリングに係る業務

　広範な調査地域にて行われる水環境モニタリング業務の補足作業として、河川の観測地

点への現場踏査より試料を採取し、分析所まで輸送する作業、携帯用の水質・水文測定機

器にて簡易的な測定を行う作業及び前者試料の分析業務等が考えられる。これらを、本格

（開発）調査の趣旨に従って DINAMA 水質課の管理下において行うことが望ましい。

　試料採取及び簡易測定に関しては、水環境モニタリングの経験をもつ人材を、現地の

CSI Ingenieros 社（付属資料９．収集資料の CSI Ingenieros 社のプロフィール「CSI

Ingenieros」参照）に等しい組織からの人材派遣が考えられる。また、試料の分析業務に関

しては DINAMA 技術規格室付属分析室、モンテヴィデオ県衛生環境分析課（LHA）付属

分析室及びウルグアイ国科学技術研究所（LATU）等へ委託することを推薦する。
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表３－３　外国人専門家の連絡先

３－６－３　外国人専門家の派遣状況

　本格（開発）調査の調査団員として参加可能な名簿を表３－３にまとめ、付属資料 10．に履

歴書を収録する。

Francisco Bauzá 3342, Montevideo
Tel. 709 9836
e-mail: fbaraiba@ucu.edu.uy

Wilson Ferreira Aldunarte 1342 Of.
501, Montevideo
Tel. 902 1066
Fax 901 9058
e-mail: csi@csi.com.uy

Calle 26 No 5268 Gonnet (1897),
Argentine
Tel. (54) 221 4844705
Fax (54) 221 4257041
e-mail: pablomlestard@yahoo.com

Garner Lee Limited, 140 Renfrew
Drive, Suite 102, Markham,
Ontario, Canada
Tel. 477 8400 ext. 310
Fax 477 1456
e-mail: rpoetelli@gartnerlee.com

A. Zum Felde 1571 ap. 307,
Montevideo
Tel. 613 3916
e-mail: danielg@fing.edu.uy

Prudencio Vázquez y Vega 1028
Ap. 101, Montevideo
Tel. 710 9005
Fax 710 6118
e-mail: danielz@yahoo.com

Mario Cassinoni 1085, Montevideo
Tel. 400 6460
e-mail: sergiom@chasque.net

Cont. Echevarriaza 3535 Torres del
Puerto, Of. 1412, Montevideo
Tel. 622 1216
Fax 628 8133
e-mail: garancibia@lkusur.com.uy

R. Massini 3208/104, Montevideo
Tel. 708 6939
e-mail: sperdomo@internet.com.uy

Lic. Federico Baraibar

Ing. Alfredo Spangenberg

Ing. Alessandra Tiribocchi

PhD. Pablo Martínez

M.Sc. Donald McCallum

Dr. Danilo Anton

M.Sc. Derek Smith

M.Sc. Lee Ringham

Ing. Daniel Ghislieri

Ing. Daniel Sztern

Lic. Sergio Meresman

Ing. Gabriel Arancibia

Ing. Silvana Perdomo

CEADU, DINAMA

CSI Ingenieros,DINAMA

IDB

Gartner Lee Limited
(GLL), Canada

個　人

OSE

OPS（米州保険機関）

OPP（大統領府企画予
算事務所、大使館紹介）

環境配慮型排水処理シ
ステム調査元C／P（大
使館紹介）

Environment Management,
Environmental Impact Assessment

Hydraulic & Sanitary Engineering,
Quality & Management of bays and
coastal areas

Civil Engineering (Hydraulic &
Environmental)

Environmental Science, Planning

Environmental Engineering, Water &
Wastewater Infrastructure Planning

Water Management, Hydrology

Solid Waste, Water Suppy &
Environmental Management

Hydrogeologist, Surface Water
Management

Chemical Engineerig, Industrial
Effluents Treatment

Environmental Management,
Environmental Impact Assessment

Psycologist, Master in Community
Health

Agricultural Engineering

Environmental Engineering (Master)

専門家名 専門分野 連絡先 推薦機関



－ 61 －

３－６－４　その他

（1）治安、交通、宿発についての留意事項

　外務省公開の「ウルグアイ東方共和国の海外安全情報」より以下事情が報告されている。

1） 犯罪発生状況、防犯対策

a） 犯罪発生状況

　ウルグアイは中南米の中でも比較的治安の良い国といわれているが、ここ数年の

経済不況を反映して治安が悪化しており、邦人も引ったくり、スリ、寸借詐欺等の

被害に遭っている。さらに殺人、強盗、窃盗等の発生件数はいずれも過去数年を大

きく上回っている。これら犯罪の大半は人口の多い首都モンテヴィデオ、カネロー

ネス、マルドナドの３県で発生してるが、なかでもモンテヴィデオ県内での発生が

最も多く、治安当局は街頭に警察官を増員配置するなど犯罪の抑止に努めている。

また、最近の犯罪の特徴としては、隣国アルゼンチンでの犯罪方法を真似た簡易誘

拐事件、あるいは車の窓拭き屋を装い交差点等で信号待ちしている車に近づき、金

品等を強奪する事件が増えてきている。

　ウルグアイは、３人に１人が拳銃を所持しているといわれ、殺人、強盗事件の大

半は、犯行手段として拳銃が使用されている。また、当国は18歳未満の犯罪少年に

対する法規制が甘いことから、少年による犯罪は増加する一方であり、特に、引っ

たくり、スリ、物乞いを装った恐喝・強盗犯罪等、「手っ取り早く」金銭等を得る目

的の路上犯罪が多発している。

b） 日本人の被害例

　これまで数人の日本人旅行者が路上で若い男性に巧みな日本語で話しかけられ、

親しくなったところでレストランに誘われ、そこで「有利な両替ができる」ともち

かけられ現金を渡したところ、そのまま戻ってこなかったという詐欺被害、あるい

はバーで知り合った女性に睡眠薬が入った飲み物を飲まされ、金品等を奪われた睡

眠薬強盗の被害にも遭っている。

c） 犯罪被害危険地域

　モンテヴィデオ市内が一望でき、観光名所の１つであるセロの丘があるセロ地区

は、強盗事件が多発しており、昼夜を問わず危険地域とされている。

　セリット地区、ぺニャロール地区は、暴行、窃盗、強盗等が多発している危険な

地域である。

　焼肉屋が建ち並び観光スポットの１つである旧市街地区は、特に夜間帯が危険な

地域で、１人歩きは避けた方が好ましい地区である。
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　夏に外国人観光客で賑わうリゾート地プンタ・デル・エステは、シーズンになる

と旅行者を狙うグループによる暴行・強盗事件が多発している。

2） 交通手段の安全性

　ウルグアイの主要な交通手段はバス、タクシー、レミース（ハイヤー）である。

　バスは前金システムになっている。バスに乗車の際にはスリに十分注意し、後方は

避け運転席近くに座るようにした方が良い。セロ地区に向かうバスは、過去に強盗が

多発しているので注意が必要である。

　タクシーは比較的安全で料金も割り高に取られる心配も少ないが、タクシー乗り場

からの乗車、あるいはラジオタクシー（電話で呼ぶ）を利用する方がより安全である。

料金精算時は必ず料金表を示してくるので、提示がない場合は料金表の提示を求めた

方がよい。

　レミースを利用する場合はあらかじめ予約が必要である。料金はタクシーより少し

割り高になるが、安全性の高い乗り物である。

3） 滞在時の留意事項

　旅行者などの短期滞在（90日以内）の場合は、届け出の必要はないが、何らかの理

由で90日以上滞在しなければならない場合は、旅券、入国カードを持参し、移民局へ

届け出ると 90日間の延長が認められる。

　軍関係の施設以外は、一般的には写真撮影の制限はないが、政府施設あるいは各国

在外公館等を撮影すると注意される場合がある。

　麻薬類の持ち込み、持ち出しは厳しく罰せられる。麻薬類の持ち込みの場合、６年

から 18年、国外への持ち出しの場合は２年から８年の刑に処せられる。

　外国人の就労は禁止されてはいないが、就労するためには政府発行の身分証明書が

必要となる。これらには、出生証明書、居住証明書、健康診断書等の書類が必要であ

る。１年以上就労で滞在する場合は、戸籍抄本、警察証明書等も必要となる。

　運転マナーはあまり良くない。特にラプラタ川沿いの道路は高速で走行している車

が多く、死亡事故が多発しているので、横断の際には十分な注意が必要である。また、

急に右左折する車、急停車する車が多いので、車を運転する際には前の車との間隔を

十分とって運転するのがよい。

　国内では旅券の携帯が義務づけられている。また６か月以上滞在する場合は身分証

明書の携帯も義務づけられているで、外出時は盗難に注意し、携帯する方がよい。
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4） 風俗、習慣、健康等

　ウルグアイ国民の大半はスペインとイタリア系の白人である。宗教は信仰の自由が

保証されているが、国民の大部分がカトリック教徒で占められている。

　比較的温暖な気候であるが、朝夕の温度差あるいは気候の変化が激しいのが特徴な

ので、健康に留意する必要がある。

　衛生事情は比較的良好であるが、生水、氷は避けた方が賢明である。食べ物につい

ては、肉類を主食としている。日本の食料品の入手は困難であるが、それ以外の食品

であればさほど日本と変わらない。

　風土病では、破傷風がある。事前に予防注射をしておくことを勧める。その他には

HIDATIDOSIS（イダティドシス：寄生虫病）がある。生水を飲まない、肉及び臓物を

生で食べないように注意する。

　医療水準は中南米にあっては比較的高度である。医療施設の設備もかなり充実して

いる。また、救急車のほかに民間の緊急医療サービスも充実しており、連絡すれば一

時的な措置、病院への搬送等を行ってくれる。

　医薬品の購入については、必ず医師の処方箋が必要なものもあるで、一般的な薬は

あらかじめ用意しておくことを勧める。

5） 緊急時の連絡先

警察、救急車、消防車：Tel. 911

在ウルグアイ日本国大使館：Tel.（598-2）418 7645（代表）

094-232-233（時間外、休館日）

※ 2002 年 10 月 14 日より、警察・救急車・消防の番号が統一され「911」となった

（ただし、首都モンテヴィデオ内からの電話のみ）。なお、これまでの番号（警察109、

救急車 105、消防車 104）も当分の間利用できる。

（問い合わせ先）

・外務省海外安全相談センター

　東京都港区芝大門 2-5-5

　電話：（外務省代表）03-3580-3311（内線）2902

・外務省海外安全ホームページ

　http://www.mofa.go.jp/pubanzen/

（2）生活物資

　在ウルグアイ日本国大使館の「ウルグアイ案内（2002 年 11月）」によるウルグアイの事
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情を以下に記載する。

1） ショッピング

　一般の商店は、土曜日の午後及び日曜日に閉店する。しかし、ブセオ地区にあるモ

ンテヴィデオ、カラスコ地区のポルトネス、ポシートス地区のプンタカレタス等の

ショッピングセンターは特定の祝日以外は年中無休である。

　代金の支払いは、ドル支払いのほかにトラベラーズチェック（パスポートが必要）、

クレジットカードでも行える。使用可能なクレジットカードの種類はまちまちである

が、VISA、MASTER CARD、AMEX、DINERS は比較的広く通用している。

2） 通貨と両替

　通貨はペソである。種類は紙幣が1,000、500、200、100、50、20、10、５で、硬貨

が２、１の各ペソ、50センタボスである。1993年３月にデノミが行われ、従来の1,000

ヌエボペソ＝１ペソとなった。現在は為替相場が採用されている。両替は、市内の両

替店（CASA DE CAMBIO）あるいは銀行等で自由にできる。為替レートは、事前調

査時点で１米ドル＝26.3ペソであった。比較的安定しており、調査期間の４週間では

ほとんど変化がなかった。

3） チップ

　空港やホテルで、ポーターやボーイに荷物を運ばせた場合、荷物１個につき１米ド

ル程度、またレストランなどで食事をした場合、通常５～10％のチップを置いていく

のが習慣となっている。

4） 電　話

　公衆電話がいたるところにあり、手軽に利用でる。カードあるいは２ペソ硬貨が使

用でき、カードを使うと国際電話も掛けられる。カードはキオスクなどで購入できる。

日本への国際電話のかけ方は、00＋81（日本の国番号）＋３（東京の場合：市外局番

から０を取ったもの）＋○○○ -○○○○（相手方の番号）である。

　

（3）電気・通信に係る留意事項

　モンテヴィデオ市内で日本より持参の電気機器を使用するには、大半のエリアでは

「Ｃ」タイプ（２本の丸型コンセント）の電源アダプタが必要である。その他の地域では

「BF」タイプ（３本の角型コンセント）のアダプタを必要とする。なお、電圧が220V/60Hz



－ 65 －

であるため、変圧器の用意も必要となる。

　通信機器（PCモデムのダイヤルアップ・アダプター、ファックス回線等）に関しては

モジュラージャックが日本の規格と同等であるため接続には問題がない。なお、事前調

査中にダイヤル方式はトーン式が普及している状況を確認した。

３－７　調査実施上の留意点

３－７－１　DINAMA の役割について

　ウルグアイは人口が少ないため、世界的な比較によれば小国に分類されるが、小さいながら

中央集権ではなく、歴史的に地方分権が推進されてきた国である。そのため、環境管理につい

ては、地方行政機関である県が推進してきた経緯があり、DINAMA という国家環境担当部局

は、設立後いまだ日が浅く、十分な環境管理推進のために必要な経験に乏しいものと判断され

た。本来環境管理は国全体で推進すべき責務であって、立法府が作成した環境管理のための各

種環境法令を国家環境担当部局、及び地方行政機関を含むその他の関係行政機関がその法令を

施行し、環境管理が達成されねばならない。地方分権の下、環境管理を実施してきた各種関係

機関の活動を統合し、より効率的な管理を推進することがDINAMAに求められている。特に、

国全体の環境の現状を把握し、国民の命や健康に悪影響を及ぼすおそれのある活動が国内で行

われていないかをモニタリングし、適切な政策を作成し、関係機関が協力して実行する体制を

つくりあげることは DINAMA の最も重要な役割である。

　当該調査は、モンテヴィデオで最も深刻な環境問題であると認識されている首都圏河川の水

質管理問題に焦点を当て、DINAMAを中心として、関係機関が水質の改善のために同一歩調を

とりながら効果的な対策を推進するために必要なアクション・プランを含む総合的マスタープ

ランを作成することにある。しかしながら、マスタープランの作成が終了してからそのプラン

に基づいて関係機関が具体的なアクションを実行するというより、関係機関に対するキャパシ

ティー・ディベロップメントを推進し、水質の改善に貢献するアクションを当該調査と平行し

て同時に実行し、経験を積み重ねながら実行可能なマスタープランを作成するという性格を有

する調査である。よって、当該調査は、単にマスタープランを作成することを目的としたもの

ではなく、首都圏の水質管理のためのアクションを関係機関が協力して推進するために必要な

総合的なキャパシティーを強化するための調査でもある。

３－７－２　本格調査団の役割

　当該調査は、単に水質管理強化のためのマスタープランを作成するという作業に加え、

DINAMA、DNH及び首都圏を構成する３県等の組織、制度等の強化のためのキャパシティー・

ディベロップメントを実施するプロジェクトである。本格調査を成功させるためには、調査団



－ 66 －

は、その調査活動を通じてC／P職員の強化に資することが不可欠である。調査団メンバーが

あらゆる現地調査活動を行うにあたって、常時C／P職員とジョイントで行い、その過程でキャ

パシティー・ディベロップメントの目的を達成することが重要となる。ジョイント活動を継続

することによって、C／ P職員の弱点を発掘し、その弱点を強化することによって水質管理を

強化することが可能になり、調査の過程で水質管理強化のためのアクションを実行し、調査終

了後はC／P機関によって順次マスタープランが実行されることをめざさなければならない。

３－７－３　調査団長及びメンバーの役割

　キャパシティー・ディベロップメントを目的としたプロジェクトについては、団長及びメン

バー一人一人がC／P機関に技術移転や研修活動によるインパクトを与えねばならない。効果

的な作業を実施するためには、団長は常時 C／ P機関の高官と調査の現状、得られた結果、今

後の活動計画等を絶えず議論し、C／ P機関の水質管理に関する考え方を吸収し、密接な関係

を維持することが重要である。そのためには、単にC／P機関の意向を受け入れるのではなく、

必要に応じて実施すべき活動を提案し、管理強化につなげることが必要である。特に、主要C／P

機関のDINAMAは、本来推進すべき関係機関との間の調整機能に弱点を有していることから、

調査団がこれら関係機関間のコーディネーション強化のため、触媒機能を果たすことが求めら

れる。

　調査団は、幅広い経験を有する団員から構成される。調査団メンバー全員がプロジェクト目

標に向かってチームワークをもって業務を達成するためには、団長はリーダーシップを発揮

し、異なった経験を有するメンバーに適切な指針を与え、一人一人のアウトプットをプロジェ

クトの成果としてまとめあげることが求められる。

　メンバーもC／P機関職員に対し、必要な働きかけを積極的に行って業務を達成することが

求められる。そのため、C／ P職員との密接なコミュニケーションが不可欠である。しかしな

がら、C／ P 職員は、英語力が不十分な者が多いこともあり、調査団メンバーには、受入国の

行政制度や組織体制に精通し、キャパシティー・ディベロップメントを目的としたプロジェク

トに経験を有し、スペイン語が堪能な外国人コンサルタントを加えることが好ましい。

　なお、協議の過程でウルグアイ側から、調査団はどのような分野の専門家から構成されるか

という情報は事前にC／P職員を確保するために必要であると強い要請があったため、次のよ

うなメンバーが含まれる可能性が高いとその可能性を伝え、M／Mに添付した。すなわち、団

長、環境政策、広域水質管理、水質モニタリングシステム、水質分析／環境ラボ管理、排水処

理技術、廃棄物管理、環境教育・啓発／広報、財務計画（公共・民間部門）、調整員である。
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３－７－４　ステアリングコミッティの設置と運営

　当該調査をスムーズに運営するのみならず、調査結果を水質管理行政に活用するためにステ

アリングコミッティを設置する。コミッティの主要メンバーは、DINAMA、DNH 及びモンテ

ヴィデオ、カネローネス、サンホセ県である。サンホセ県については、現在管理組織が不十分

であって、DINAMAが管理を行っているため準備体制が整った時点でコミッティメンバーに参

加を要請するものとする。コミッティの運営責任機関はDINAMAであって、議長はDINAMA

が担当する。メンバー間の調査業務に関する調整が重要であるため、少なくとも４か月に１回

定期的に会議を開催するものとする。調査団は、事務局を担当する DINAMA の実施する議題

の決定、各議題ごとのワーキング・ペーパーの作成等を支援する。その結果、調査の進行状況、

調査の過程で得られた科学的データ、調査によって得られたアウトプット等が参加機関によっ

て共有され、それぞれの機関によって活用される体制をつくりあげる。

３－７－５　対外的な調査に関する広報活動

　DINAMA及び水質管理に関係する機関の有する弱点の１つは、普及啓発活動である。ウルグ

アイは、1930 年代から 1950 年代にかけては世界の中でも経済的にトップクラスの地位を占

め、国民の生活も世界大戦で疲弊していた欧州諸国をしのぐレベルを維持していた経緯があ

る。その後は、欧州の農業保護政策の影響を受け、しだいに世界経済から取り残され、更にア

ルゼンチンやブラジルの経済不振の影響を直接的に受けて、経済的な不振が継続されている。

その結果、高所得層と低所得層とのギャップが拡大し、この両極端層とも環境悪化に興味を有

していない傾向があり、特にモンテヴィデオ市内の河川汚濁が放置されてきたものと推測され

る。そのため、環境保全の重要性を市民に訴え、市民の活動によって水質を改善するというコ

ミュニティーによる環境改善運動を今後強化することが重要と考えられる。

　当該調査は、この普及啓発・環境教育強化の最初のステップとすることが最も重要と考えら

れる。よって、本格調査団は、ニューズレターを発行し、ホーム・ページをインターネットに

掲載するなどして、日本がモンテヴィデオの水質改善に協力していることを市民に広く知らせ

るとともに、C／ P機関とともに開催する一連のワークショップに際してはマスメディアの参

加を求め、モンテヴィデオの水質の現状、原因、改善策等を広く知らしめることが重要であ

る。この普及啓発事業については、日本国大使も非常に興味を有しており、積極的にテレビ、

新聞等に働きかける等の協力を惜しまないとのコミットメントがなされている。

３－７－６　IDB との協力

　IDBは、モンテヴィデオの下水道計画の作成と実行、並びに一般廃棄物管理計画の作成のた

めのプロジェクトを実施している。一般家庭、その他の汚染源からの排水が河川に流入するこ
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と、かつ廃棄物の違法投棄が水質汚染の原因であるため、モンテヴィデオの水質管理行政強

化の活動においては、これらのプロジェクトと当該開発調査事業とが一部重複することとな

る。当該調査の基本的なデザインを実施する段階、S／W協議を行う段階で、IDBの本部担当

職員及びモンテヴィデオ事務所の担当者と既に密接な連携をとり、互いに協力することが同意

されている。よって、本格調査団は、IDBの担当者とプロジェクトを推進するコンサルタント・

チームとの連携を密にし、協力関係を構築して相互の活動を補完するための努力が求められる。

３－７－７　IDB 等との業務の連携と分担

　本調査の目的は、対象河川の水質改善を図ることは当然のことながら、IDBプロジェクトと

の重複部分を調整しながら水質管理のための適正な体制を整えるとともに、水質管理行政能力

の向上を図るための人材育成が主眼となる。

　なお、IDB は、モンテヴィデオ県に対して「Municipality of Montevideo Modernization

Program」（IDB登録番号UR-0139）協力を実施中で、下水処理改善もその一環として含まれて

おり、現在、第２フェーズを実施中である。

３－７－８　関連機関について

　既述のように、本調査の C／ P は DINAMA であるが、水質管理を機能的に運用するために

は、水資源管理を行っている DNH 及び首都圏周辺のモンテヴィデオ県、カネローネス県、サ

ンホセ県それぞれの環境関連部署並びに、DINAMAの予算の一部を管理している国連開発計画

（UNDP）との緊密で円滑な連携が必要不可欠である。

　なお、本調査の C ／ P である DINAMA については、事前調査の結果、水質管理を機能的に

運用するためには下記の問題点が指摘されている。

・DINAMA の人材不足

・DINAMA、関連機関、県環境部局の水質管理に関する知識・能力が不十分

・他省庁、県との連携不十分（DINAMA の調整能力不足）

・水質管理制度が未整備である。

・モニタリング・システムが構築されていないため、モニタリングが機能的に運営されてお

らず、単なるサンプリングと分析に終始している。

・水質管理の行政施策が不十分で、DINAMA は県のデータを信用しておらず、また、県の緩

和基準との調整も図られていない、など。

　本格調査では、これらの問題点を具体的に把握し、モンテヴィデオ首都圏の水質管理を強化

するために最適で実行可能な具体的改善案を提言する必要がある。
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３－７－９　調査の成果について

　調査結果は、目に見える成果として出さなければならない。例えば、下記に示す具体策の提

言及び成果品の提出である。いずれも、再三述べるごとく、本調査はキャパシティー・ディベ

ロップメントが基本であることを念頭に置いて、C／Pと共同で作成し、作成の過程で、概念、

解析の方法、考え方、展開の方法等を C ／ P に移転しながら実施する。

・モンテヴィデオ首都圏の水質管理に係る適正な DINAMA の組織強化案の策定及び提言

・DINAMA、DNH、OSE 等、横断的な機関が協力して実施する適切な河川の分類とその分

類を基礎とした水質環境管理制度の構築に関する提言書

・サンプリング・分析及びデータベース共有化システム並びに情報処理ネットワークの構築

・適切に機能するモニタリング・システムの提言

・基本的にはモンテヴィデオ首都圏の水質管理に係るが、将来全国展開に資する GIS の構築

・開催した各種ワークショップ（① 河川水質の現状と汚染源、② 環境関連法令の特徴と関

連機関に与えられたマンデート、マンデートを達成するために必要なエンフォースメント

のためのアクション、③ 環境モニタリングと汚染源モニタリング、④ 普及啓発活動及

び市民参加による環境管理、等）に関するテーマ別キャパシティー・ディベロップメント

のマニュアル

・特定河川（例えばサンタルシア川）の水質管理に係る環境白書の作成

３－７－ 10　調査団員について

　本調査団は、単にマスタープランを作成するのみならず、水質管理行政強化のためのキャパ

シティー・ディベロップメントを行うことが目的である。そのため、キャパシティー・ディベ

ロップメントを行うために必要な知識・経験・技術を有するメンバーから成る調査団を構成し

なければならない。また、C／ P等の機関職員の多くは英語が不得意なため、スペイン語での

コミュニケーションが可能な団員が望ましい。キャパシティー・ディベロップメントに不可欠

の質の高いドキュメント（Policy Paper のドラフト、テキスト等）作成能力を有することが重

要となる。

　また、スペイン語圏において、キャパシティー・ディベロップメントに経験豊富な第三国人

を調査団に加えることも好ましい。

３－７－ 11　水環境モニタリングに関する留意点

・既述のとおり、法規が定めるにもかかわらず、国土河川の用途別の区分がされていないた

め、河川の用途別に指定される水質・排水基準の適用が現在に至っても不可能な状態であ

る。したがって、本格（開発）調査での水環境モニタリング・システムの構築は次の２段階
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に分けて考える必要がある。

　① 国土河川の用途別区分のためのモニタリング・システム（現在の貧弱なDINAMAの予

算では安価な簡易モニタリング・システムを短期的な政策として導入することを推薦する。

例：安価な携帯用検出機器による分析・解析を行うなど）と、② その後の環境保全を目的

とした水質・排水基準遵守のためのモニタリング・システム（本格的な将来展望を考慮した

モニタリング・システム）。

・２－３－３で言及したとおり、モンテヴィデオ県は一部の水質・排水基準項目に対して一時

的な緩和制度を適用している。これらに関しては県令にて制定されているため、東部湿地帯

の生物多様性・持続可能な開発計画（PROBIDES）にて整理された環境六法には網羅されて

いない。DINAMAが水環境モニタリング・システムの全体を管理するためには、県レベルで

の環境に係る規制を把握する必要がある。

・２－３に言及した、年次環境報告書の未完成状態に関しては、水環境分野の情報が収集可能

な水環境モニタリング・システムの構築が必要である。そのためには、モニタリング・シス

テム各過程（試料の採取方法、保存方法、分析方法、分析結果の報告方法等）の規格化を行

い、他機関（県、DNH、OSE、指定企業等）より届けられる情報の統一性を図る必要がある。

・一方、水質・環境基準の見直しも検討する必要があると考えられる。第２章別表－１、別

表－２に表示するとおり、全クロムと総水銀の規制は定められているが、有毒性の高いクロ

ム（Ⅵ）やアルキル水銀（Ⅱ）化合物の項目が考察されていないなどの矛盾が目立つ。

・２－３－２の脚注に記載のとおり、モンテヴィデオ県は化学物質の環境リスク対策を模索す

る過程で、河川の水質モニタリングに甲殻類のオオミンジコ（Daphnia magna Straus）及び

ヒドラ（ヒドロ虫類ヒドラ科の腔腸動物：Hydra attenuata）を利用して生物阻害試験を行っ

ている。本邦では化学物質判定基準設定調査（化学物質の各種テスト手法に関する研究、こ

れに関する各種情報の収集）、化学物質検討調査（環境中における化学物質についての検索及

び生態影響に関する研究）及び化学物質環境追求調査（環境実態調査）を実施の段階にあ

り、特定化学物質の難分解性、高蓄積性や慢性毒性の特徴による環境及び生態系への影響を

把握するに伴い、化学物質に対する規制案の策定に従事している。なお、これらに適用され

る生態影響試験法（含：生物阻害試験）は経済協力開発機構（OECD）の「テストガイドラ

イン（TG 202 ミンジコ類急性遊泳阻害試験、TG 211 ミンジコ繁殖試験等）」及び ISO 6341

（Water quality-determination of the inhibition of the morbility of Daphnia magna Straus -

Cladocera, Crustacea －オオミジンコの遊泳阻害濃度の測定）に依存するものである。本格

（開発）調査では、本試験は考察されていないが、水環境モニタリングを担当する団員はこれ

に関する知識を有し、環境指標の１つとして採用する可否の検討をすることが望ましい。
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